
「
善
峯
寺
実
相
坊
賢
良
日
次
」
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―
元
禄
十
一
年
七
月
か
ら
同
年
十
二
月
―

母　

利　

美　

和

本
稿
で
紹
介
す
る
史
料
は
、
京
都
府
西
京
区
大
原
野
小
塩
町
に
境
内
地
を
持
つ
天
台
宗
寺
院
、
西
山
善
峯
寺
の
七
坊
の
一
つ
、
実
相
坊
の

住
持
賢
良
の
日
記
で
あ
る
。
賢
良
の
日
記
は
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
十
一
月
か
ら
元
禄
十
七
年
末
ま
で
の
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。
本
稿

で
は
、
紙
面
の
制
限
の
た
め
、
前
稿（
１
）で
翻
刻
紹
介
し
た
「
元
禄
拾
壱
戊
寅
暦　

日
次
」
の
後
半
（
元
禄
十
一
年
七
月
か
ら
同
年
十
二
月
）
六
箇

月
分
の
記
録
を
翻
刻
す
る
。
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
元
禄
拾
壱
戊
寅
暦　

日
次
」
は
、
筆
跡
か
ら
判
断
し
て
賢
良
自
筆
の
清
書
本
と

考
え
ら
れ
る
が
、
元
禄
十
一
年
の
九
月
十
五
日
か
ら
十
月
十
九
日
の
間
、
冨（
本
庄
宗
資
息
男
）

田
知
郷
・
進（
桂
昌
院
付
用
人
）

藤
資
長
ら
の
有
馬
湯
治
御
見
舞
中
の
善
峯
寺
に
か

か
る
記
事
は
、
賢
良
自
身
の
行
動
に
「
御
」
な
ど
敬
意
を
表
す
接
頭
辞
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
賢
良
不
在
中
の
留
守
僧
に
よ
る
記
録
を
転
写

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
部
分
が
確
認
で
き
る
。
賢
良
に
よ
る
日
記
の
伝
存
状
況
や
、
善
峯
寺
に
お
け
る
当
時
の
実
相
坊
賢
良
の
役
割
に
つ

い
て
は
前
々
々
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
元
禄
十
一
年
後
半
の
記
事
か
ら
注
目
す
べ
き
点
を
紹
介
す
る
。

元
禄
十
一
年
後
半

こ
の
年
善
峯
寺
は
金
蔵
寺
と
と
も
に
寺
領
を
加
増
さ
れ
、
善
峯
寺
で
は
、
元
禄
六
年
に
拝
領
し
て
い
た
今
里
村
五
十
石
を
返
上
し
、
新
た

に
上
里
村
と
下
久
世
村
に
都
合
二
百
石
を
「
御
朱
印
地
」
と
し
て
拝
領
し
た
。
三
月
十
四
日
に
は
、
水
帳
・
高
辻
帳
・
物
成
帳
を
受
け
取
り
、

〈
史
料
紹
介
〉
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同
十
五
日
に
は
上
里
村
、
同
十
七
日
に
は
下
久
世
村
の
現
地
見
分
の
上
、
引
き
渡
し
が
行
わ
れ
た
。

下
久
世
村
庄
屋
役　

そ
の
後
、
こ
れ
ら
両
村
の
村
役
人
か
ら
新
領
主
へ
の
祝
儀
・
時
候
の
挨
拶
、
宗
門
・
人
別
改
帳
の
提
出
な
ど
、
頻
繁

に
善
峯
寺
へ
の
来
訪
が
見
ら
れ
る
が
、
六
月
九
日
に
来
寺
し
た
下
久
世
村
の
庄
屋
太
兵
衛
に
対
し
、
善
峯
寺
で
は
庄
屋
役
を
返
上
す
る
よ
う

申
し
渡
し
た
。
そ
の
た
め
太
兵
衛
は
、
七
月
十
二
日
以
降
、
同
村
の
年
寄
久
右
衛
門
と
と
も
に
庄
屋
役
の
継
続
を
願
い
、
七
月
十
八
日
・

同
二
十
日
と
繰
り
返
し
来
訪
す
る
。
善
峯
寺
で
は
、
二
十
一
日
に
下
久
世
村
の
庄
屋
役
に
つ
い
て
金
蔵
寺
も
参
会
し
両
山
で
相
談
、
二
十
六

日
に
は
、
従
来
の
庄
屋
太
兵
衛
に
加
え
利
兵
衛
を
庄
屋
役
と
し
、
二
人
で
半
分
宛
を
担
う
よ
う
申
し
付
け
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
し
か

し
、
二
十
八
日
に
も
太
兵
衛
は
年
寄
久
右
衛
門
と
と
も
に
庄
屋
願
に
来
訪
し
た
た
め
、
八
月
二
日
、
同
四
日
の
両
日
、
金
蔵
寺
と
再
度
協
議

し
、
利
兵
衛
の
庄
屋
役
は
「
三
分
一
」
と
決
ま
り
、
八
月
七
日
に
太
兵
衛
・
利
兵
衛
を
呼
び
出
し
申
し
付
け
て
い
る
。

太
兵
衛
の
庄
屋
役
の
内
、「
三
分
一
」
を
利
兵
衛
に
与
え
た
理
由
は
、
同
日
の
日
記
に
記
さ
れ
た
太
兵
衛
へ
の
「
申
渡
ス
覚
」
に
よ
る
と
、

「
郷
村
引
渡
初
入
之
時
分
、
段
々
無
礼
之
儀
共
有
之
よ
し
、
不
届
キ
ニ
何
茂
思
召
候
、
依
之
役
目
被
召
上
候
得
共
、
色
々
詫
言
申
ニ
付
、
御

了
簡
ヲ
以
利
兵
衛
被
指
加
、
併
結
構
ニ
御
了
簡
被
成
、
利
兵
衛
ニ
ハ
三
分
一
、
大
分
ハ
其
方
へ
被
仰
付
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
御
朱
印
地
と

し
て
新
規
に
寺
領
と
な
っ
た
下
久
世
村
引
渡
の
際
に
、「
無
礼
」
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
「
色
々
詫
言
」
を
申
し
入
れ
、

両
者
に
よ
る
庄
屋
相
役
に
決
着
し
た
。
そ
の
際
、
太
兵
衛
は
庄
屋
管
理
の
帳
面
の
内
、
利
兵
衛
の
「
三
分
一
」
を
書
き
抜
き
渡
し
た
い
と
申

し
出
た
が
、「
三
分
一
斗
抜
書
写
シ
遣
候
ヘ
ハ
、
田
地
共
物
事
二
ツ
ニ
成
候
」
と
、
あ
く
ま
で
両
人
相
役
で
の
庄
屋
で
あ
り
、
帳
面
等
「
諸

事
一
本
」
と
し
て
、
太
兵
衛
の
独
立
役
を
許
さ
な
か
っ
た
。
以
後
、
太
兵
衛
の
庄
屋
役
と
し
て
の
務
め
振
り
は
丁
重
と
な
っ
て
い
る
。

七
月
廿
九
日
惣
算
用
立
会　

善
峯
寺
の
寺
務
運
営
は
七
坊
に
よ
る
輪
番
年
行
事
制
で
あ
る
が
、
そ
の
交
代
時
期
は
二
月
朔
日
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
日
記
の
記
事
で
は
毎
年
一
月
末
に
、
一
年
間
の
決
算
の
た
め
、
諸
経
費
収
支
の
「
惣
算
用
」
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の

年
七
月
二
十
九
日
に
は
、
年
行
事
任
期
の
半
期
で
「
惣
算
用
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
後
の
日
記
で
は
、
こ
の
時
期
の
「
算
用
」
の
記
載
が
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見
ら
れ
な
い
年
も
あ
る
が
、
七
月
晦
日
や
八
月
朔
日
の
「
年
行
事
算
用
」
が
「
如
恒
例
」
と
記
さ
れ
て
お
り
定
例
化
す
る
よ
う
で
あ
る
。

宗
門
改　

八
月
十
日
、
雑
色
松
村
与
左
衛
門
か
ら
八
月
八
日
付
で
、
例
年
通
り
人
別
宗
門
改
を
お
こ
な
い
、
当
月
中
に
松
村
の
「
私
宅
」

へ
届
け
る
よ
う
触
回
達
が
あ
り
、
同
月
二
十
三
日
に
使
僧
善
入
に
届
け
さ
せ
て
い
る
。

巡
見
使
応
接　

八
月
十
一
日
、
雑
色
松
村
与
左
衛
門
か
ら
幕
府
若
年
寄
米
倉
昌
尹
が
「
御
用
」
の
た
め
上
京
す
る
の
で
、
音
信
等
禁
止
の

触
れ（
２
）が
あ
り
、
九
月
二
日
、「
町
代
長
兵
衛
」
が
、
近
日
米
倉
昌
尹
が
「
登
山
」
す
る
の
で
、「
道
案
内
」
の
た
め
見
分
に
訪
れ
た
。
九
月
三

日
に
は
明
日
登
山
の
先
触
れ
が
あ
り
、
四
日
、
巳
刻
に
米
倉
昌
尹
と
京
都
町
奉
行
水
野
勝
直
が
「
登
山
」
し
た
。
境
内
・
諸
堂
を
御
案
内
し
、

「
殊
ニ
掃
除
等
能
、
宜
敷
取
成
と
御
ほ
め
」
を
い
た
だ
い
た
。
町
奉
行
か
ら
は
「
諸
堂
、
其
外
諸
事
委
ク
書
付
」
を
持
参
す
る
よ
う
命
じ
ら

れ
、
翌
五
日
に
は
、
惣
代
と
し
て
円
月
坊
が
昨
日
「
登
山
」
の
御
礼
の
序
で
に
「
諸
堂
品
々
書
付
」
を
持
参
し
て
い
る
。

こ
の
若
年
寄
米
倉
の
「
御
用
」
は
、
触
に
は
「
巡
見
之
所
々
」
と
記
す
が
、『
徳
川
実
紀
』
に
は
記
述
が
な
い
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に

よ
れ
ば
、
将
軍
の
代
替
わ
り
に
行
わ
れ
た
若
年
寄
配
下
の
役
人
が
全
国
を
巡
察
し
た
「
巡
見
使
」
で
は
な
く
、「
山
城
國
淀
川
の
普
請
を
よ

び
京
、
大
坂
、
堺
、
奈
良
、
東
山
・
東
海
の
両
街
道
巡
見
」
（
３
）
の
た
め
で
あ
っ
た
。
巡
見
の
詳
細
な
日
程
は
不
明
で
あ
る
が
、
九
月
二
十
六
日

に
は
「
米
倉
丹
後
守
殿
近
日
南
都
よ
り
上
京
」
す
る
と
の
触
れ（
４
）が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
坂
、
堺
、
奈
良
巡
見
の
前
に
、
京
都
巡
見
行
程
の
一

環
と
し
て
善
峯
寺
に
も
「
登
山
」
し
た
よ
う
で
あ
る
。

国
絵
図
の
修
正
届　

八
月
十
九
日
、
淀
藩
の
国
絵
図
役
人
か
ら
、「
去
夏
」（
元
禄
十
年
）
に
幕
府
へ
提
出
し
た
「
書
出
」
に
は
善
峯
寺
の

寺
領
を
「
今
里
村
」
と
記
し
て
い
た
が
、「
当
春
」
に
淀
へ
提
出
し
た
書
付
で
は
「
上
里
村
・
下
久
世
村
」
と
記
し
て
い
る
と
指
摘
が
あ
り
、

元
禄
十
年
十
一
月
晦
日
に
善
峯
寺
の
寺
領
加
増
に
と
も
な
い
領
地
の
村
替
が
行
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
書
き
換
え
が
指
示
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、

同
月
二
十
四
日
に
円
月
坊
が
「
知
行
所
書
付
壱
通
」
を
国
絵
図
役
人
へ
持
参
し
、
提
出
し
て
い
る
。

御
朱
印
高
配
当
改　

八
月
晦
日
に
は
、
御
朱
印
地
を
拝
領
し
て
い
る
寺
社
に
対
し
て
、
①
修
理
料
・
神
供
祭
礼
、
仏
事
料
、
②
寺
中
・
社
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中
へ
の
配
当
、
③
御
朱
印
高
を
残
ら
ず
住
持
・
社
司
へ
所
務
し
て
い
る
場
合
、
修
補
は
ど
の
よ
う
に
差
配
す
る
の
か
、
④
御
朱
印
高
が
無
い

場
合
、「
内
証
高
」
は
ど
れ
だ
け
有
る
か
、
ま
た
そ
の
場
合
①
～
③
は
い
か
が
差
配
し
て
い
る
か
、
⑤
御
朱
印
高
の
他
に
修
復
料
を
極
め
て

い
る
の
か
、
こ
れ
ら
五
箇
条
に
つ
い
て
、
町
奉
行
へ
提
出
す
る
よ
う
寺
社
触
が
雑
色
松
村
与
左
衛
門
か
ら
回
達
さ
れ
た
。
九
月
朔
日
に
は
惣

代
谷
之
坊
が
「
御
朱
印
高
配
当
書
付
」
を
、
町
奉
行
所
へ
提
出
し
て
い
る
。
日
記
に
は
「
留
メ
外
ニ
有
」
と
す
る
が
現
存
し
な
い
。

侍
奉
公
人
雇
用
・
知
行
所
毛
見　

九
月
に
入
る
と
寺
領
御
朱
印
地
の
年
貢
関
係
記
事
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
九
月
六
日
、
七
日

に
上
里
村
・
下
久
世
村
の
庄
屋
が
来
訪
、「
当
取
ケ（
箇
）」（

年
貢
）
に
つ
い
て
書
付
を
提
出
す
る
よ
う
申
し
渡
し
て
い
る
。
同
月
十
六
日
に
は
、

「
知
行
所
毛
見
」
の
た
め
、
丹
波
寺
田
（
桑
田
郡
寺
田
村
カ
）
へ
青
山
三
左
衛
門（
５
）を

雇
い
に
使
僧
を
遣
わ
し
、
夜
に
は
来
着
し
た
。
ま
た
上
里

村
・
下
久
世
村
の
庄
屋
へ
は
、
明
日
か
ら
「
毛
見
」
を
派
遣
す
る
の
で
、
旱
損
・
水
損
な
ど
に
よ
る
「
毛
引
帳
」
を
認
め
待
っ
て
い
る
よ
う

申
し
遣
わ
し
て
い
た
。

翌
十
七
日
は
、
丹
波
寺
田
か
ら
呼
ん
で
い
た
青
山
三
左
衛
門
に
、
九
月
七
日
に
寺
侍
と
し
て
雇
っ
た
山
本
五
左
衛
門（
６
）と
宗
伯（
７
）・
杉
谷
小
兵

衛
が
同
道
、
草
履
取
、
茶
弁
当
・
挟
箱
持
の
人
足
を
添
え
て
派
遣
し
た
。
こ
の
日
は
上
里
村
の
「
毛
見
」
を
終
え
、
下
久
世
村
へ
歩
行
で
赴

き
、
庄
屋
利
兵
衛
宅
に
一
宿
し
た
。
翌
十
八
日
は
下
久
世
村
の
「
毛
見
」
を
「
首
尾
能
仕
廻
」、
昼
八
ツ
前
に
は
帰
山
し
て
い
る
。
翌
十
九

日
は
雨
天
の
た
め
青
山
は
善
峯
寺
に
泊
ま
り
、
二
十
日
、
送
り
の
下
人
を
添
え
て
丹
波
へ
帰
っ
た
。

桂
昌
院
「
御
筆
之
物
」
拝
領　

九
月
十
日
、
上
京
し
て
い
た
進
藤
資
長
か
ら
御
召
し
が
あ
り
、
賢
良
は
放
光
坊
忍
忠
と
同
道
し
て
出
京
。

京
着
す
る
と
金
蔵
寺
の
桜
本
坊
と
同
道
し
て
、
三
本
木
屋
敷
の
木
下
信
真
へ
御
見
舞
し
た
。
そ
の
後
進
藤
資
長
の
旅
宿
へ
参
上
し
た
と
こ
ろ
、

桂
昌
院
の
「
御
筆
之
物
」
を
両
山
へ
下
さ
れ
た
。
こ
れ
は
進
藤
資
長
の
御
取
り
成
し
に
よ
り
御
願
い
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
御
筆
之
物
」
の
具
体
像
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
存
す
る
桂
昌
院
の
自
筆
の
遺
品
は
、
和
歌
色
紙
三
点
と
異
母
姉
妹
で
あ
る

瑞
光
院
へ
宛
て
た
消
息
一
通
で
あ
る
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
元
禄
十
一
年
正
月
に
、
観
世
音
菩
薩
と
薬
師
如
来
に
献
詠
し
た
も
の
と
さ
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れ
る
が
、
賢
良
の
日
次
に
は
元
禄
十
一
年
正
月
前
後
に
は
該
当
す
る
記
事
は
な
く
、
ま
た
寺
伝
の
確
た
る
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。
金
蔵
寺

に
も
桂
昌
院
拝
領
品
と
し
て
和
歌
色
紙
が
伝
わ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
「
御
筆
之
物
」
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

進
藤
資
長
・
冨
田
知
郷
の
有
馬
湯
治　

進
藤
資
長
は
九
月
九
日
に
、
桂
昌
院
「
御
筆
之
物
」
を
携
え
江
戸
か
ら
上
京
し
て
い
た
が
、
そ
の

本
来
の
目
的
は
有
馬
で
の
湯
治
療
養
で
あ
っ
た
。

進
藤
資
長
は
、
進
藤
義
雪
の
子
で
あ
り
、
桂
昌
院
の
異
母
姉
妹
で
あ
る
瑞
光
院
と
山
科
宗
賀
の
孫
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
由
縁
か
ら
、
元

禄
七
年
、
瑞
光
院
死
去
に
際
し
て
将
軍
綱
吉
か
ら
三
千
石
で
取
り
立
て
ら
れ（
８
）、
桂
昌
院
付
用
人
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
元
禄
十
二
年
ま
で

善
峯
寺
と
桂
昌
院
を
繋
ぐ
取
次
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る（
９
）。
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
元
禄
十
一
年
正
月
九
日
、
今
後
の
負

担
を
考
慮
し
、
善
峯
寺
と
本
庄
家
縁
類
と
の
交
際
範
囲
を
本
庄
宗
資
、
本
庄
資
俊
、
進
藤
資
長
、
冨
田
知
郷
、
牧
野
康
重
、
本
庄
道
章
、
桂

昌
院
付
老
女
の
福
井
・
隆
、
本
庄
宗
弥
、
本
庄
宗
長
、
両
比
丘
尼
衆
（
空
知
・
利
清
）
に
限
定
す
る
よ
う
に
と
の
桂
昌
院
の
意
向
を
善
峯
寺

に
伝
達
し
た
の
は
、
こ
の
進
藤
資
長
で
あ
っ
た（
（1
（

。

進
藤
資
長
の
湯
治
療
養
に
つ
い
て
は
、「
善
峰
寺
文
書
」
の
中
に
関
連
資
料
が
豊
富
に
あ
る
た
め
、
少
し
委
し
く
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
よ

う
。
資
長
は
、
元
禄
十
年
秋
頃
か
ら
「
足
痛
」
を
煩
っ
て
お
り
、
元
禄
十
年
十
一
月
に
は
資
長
の
「
足
痛
」
の
た
め
、
桂
昌
院
か
ら
「
近
々

熱
海
湯
治
」
を
命
じ
る
御
内
意
が
示
さ
れ
て
い
る（
（1
（

。
同
年
十
一
月
九
日
、
熱
海
へ
発
足
、
本
庄
宗
資
に
仕
え
て
い
た
医
師
岡
村
道
仙（
（1
（

も
同
道

し
て
い
る
。

元
禄
十
一
年
の
有
馬
湯
治
も
、
桂
昌
院
の
命
に
よ
る
も
の
で
、
進
藤
の
従
兄
弟
冨
田
知
郷
（
本
庄
宗
資
次
男
）
と
宗
資
家
臣
の
木
下
信
真

と
を
同
道
し
て
実
施
し
て
お
り
、
同
年
九
月
九
日
に
京
着
、
十
二
日
発
足
、
九
月
十
三
日
か
ら
十
月
二
十
三
日
に
有
馬
を
発
足
す
る
ま
で
四

十
一
日
間
も
の
長
逗
留
で
あ
っ
た
。
御
供
し
て
い
た
医
師
岡
村
道
仙
の
九
月
十
九
日
付
の
書
状
に
よ
れ
ば
、「
爰
許
御
入
湯
拾
三
日
、
五
廻

り
御
入
り
」、
京
都
へ
の
「
中
帰
り
」
を
中
止
し
た
と
伝
え
て
い
る（
（1
（

。
江
戸
時
代
中
期
に
は
、
湯
治
は
七
日
間
を
「
一
廻
（
周
）」
と
し
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て
、
二
廻
や
三
廻
が
基
本（
（1
（

と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
入
湯
当
初
か
ら
温
泉
の
効
果
が
病
状
に
適
合
し
た
も
の
か
「
五
廻
り
」
を
計
画
し
て
お

り
、
途
中
で
休
息
の
た
め
一
旦
京
都
へ
戻
る
「
中
帰
り
」
の
予
定
を
返
上
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
善
峯
寺
・
金
蔵
寺
か
ら
は
、
湯
治
中
の

「
御
見
舞
御
伽
」
と
し
て
九
月
十
五
日
、
実
相
坊
賢
良
と
金
蔵
寺
桜
本
坊
が
同
道
し
有
馬
に
出
立
し
、
進
物
と
し
て
「
焼
饅
頭
壱
折
百
入
・

酒
五
升
樽
弐
ツ
・
壱
分
麩
百
入
苞
壱
ツ
・
松
蕈
壱
籠
ツ
ヽ
」
を
、
冨
田
・
進
藤
・
木
下
へ
そ
れ
ぞ
れ
持
参
し
て
い
る
。
有
馬
に
着
い
た
賢
良

は
、
九
月
十
八
日
に
「
御
三
人
共
ニ
御
機
嫌
能
御
入
湯
」、
同
二
十
一
日
に
は
「
甲（
冨
田
知
郷
）

斐
守
様
・
淡（
進
藤
資
長
）

路
守
様
温
泉
一
段
と
御
相
応
被
成
、
一
日

ニ
両
度
ツ
ヽ
御
入
湯
之
由
、
扨
又
御
入
湯
之
節
ハ
彼
地
年
寄
壱
人
ツ
ヽ
御
前
キ
は
ら
い
仕
、
毎
度
〳
〵
諸
事
は
れ
か
ま
し
き
」
と
、
厚
遇
・

快
適
な
湯
治
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
進
物
と
し
て
持
参
し
た
松
茸
が
お
気
に
入
り
の
様
子
で
あ
り
、
善
峯
寺
で
は
九
月
二
十
三
日
に

小
塩
村
で
松
茸
を
一
人
十
五
本
宛
を
調
達
し
、
金
蔵
寺
も
同
様
に
調
達
し
、
翌
二
十
四
日
、
人
足
の
七
助
を
遣
わ
し
有
馬
へ
届
け
た
。
さ
ら

に
、
九
月
二
十
九
日
に
も
金
蔵
寺
と
共
に
松
茸
を
調
達
、
翌
晦
日
に
人
足
喜
三
郎
が
有
馬
へ
届
け
て
い
る
。

ま
た
十
月
四
日
に
は
、
善
峯
寺
か
ら
成
就
坊
賢
瑞
と
そ
の
弟
子
の
民
部
卿
賢
充
（
岡
村
道
仙
子
息
）、
金
蔵
寺
か
ら
は
境
知
坊
と
西
室
坊
が
、

実
相
坊
と
桜
本
坊
の
交
替
と
し
て
有
馬
へ
御
見
舞
に
出
立
し
、「
素
麺
六
拾
把
・
羊
羹
三
拾
棹
・
壱
分
麩
百
五
拾
苞
」
を
持
参
し
て
い
る
。

先
発
し
「
御
見
舞
御
伽
」
を
勤
め
た
実
相
坊
は
、
十
月
二
十
日
に
帰
寺
し
、
こ
の
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、「
同
（
九
月
）
十
五
日
ゟ
善
峯
寺

ゟ
実
相
坊
、
岩
倉
ゟ
桜
本
坊
有
馬
へ
相
詰
メ
、
昨
十
九
日
迄
居
申
、
成（
賢
瑞
）就坊
・
民
（
岡
村
道
仙
息
）

部
卿
・
境
智
坊
十
月
五
日
ニ
有
馬
へ
参
入
、
廿
一
日
迄
相

詰
メ
」
る
予
定
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
成
就
坊
の
帰
寺
は
十
一
月
三
日
で
あ
る
た
め
、
お
そ
ら
く
病
弱
で
あ
っ
た
弟
子
民
部
卿
の
入
湯
治
療

の
た
め
延
長
し
た
の
で
あ
ろ
う（
（1
（

。

進
藤
資
長
一
行
は
湯
治
を
終
え
、
十
月
二
十
三
日
に
有
馬
を
発
足
し
、
資
長
は
翌
二
十
四
日
は
雪
降
る
中
、
山
崎
か
ら
金
蔵
寺
へ
「
御
廟

参
」（
（1
（

、
冨
田
知
郷
と
木
下
清
信
真
は
大
山
崎
の
八
幡
宮
へ
社
参
し
、
京
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。
二
十
五
日
に
は
実
相
坊
賢
良
と
円
月
坊
が
出

京
し
、
明
日
、
進
藤
・
冨
田
一
行
が
「
登
山
」
と
の
噂
を
聞
き
、「
上
下
道
除
掃
、
本
堂
・
弥
陀
堂
荘
厳
」
を
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
夕
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刻
に
使
い
が
京
か
ら
帰
り
「
未
御
客
御
登
山
之
儀
、
日
限
知
レ
不
申
候
由
」
と
伝
え
た
た
め
、
二
十
七
日
に
は
、
賢
良
と
桜
本
坊
、
二
十
九

日
に
は
惣
代
谷
之
坊
が
進
藤
・
冨
田
を
見
舞
う
な
ど
様
子
を
伺
い
、
十
一
月
朔
日
に
は
、
明
日
、
冨
田
知
郷
と
木
下
信
真
が
「
登
山
」
と

な
っ
た
。

冨
田
知
郷
・
進
藤
資
長
の
「
登
山
」　

十
一
月
二
日
、
冨
田
知
郷
と
木
下
信
真
は
、
冨
田
家
家
臣
川
口
彦
大
夫
（
茂
輝
）
と
有
馬
か
ら

「
茅
坊
兵
左
衛
門
」
を
御
供
と
し
て
「
登
山
」
し
た
。「
茅
坊
」
は
有
馬
の
宿
坊
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
、
同
月
五
日
に
進
藤
資
長
が
「
登
山
」

し
た
際
に
は
「
奥
坊
半
六
」
が
御
供
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
馬
で
の
宿
坊
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
長
逗
留

の
上
客
へ
の
返
礼
と
し
て
、
帰
京
の
御
供
を
勤
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
木
下
信
真
は
、
冨
田
・
進
藤
の
「
登
山
」
に
そ
れ
ぞ
れ
同
道
し
て
い
る

が
、
両
人
の
「
登
山
」
が
別
日
程
と
な
っ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
進
藤
の
「
登
山
」
が
成
就
坊
・
民
部
卿
の
有
馬
か
ら
の
帰
寺
（
十
一

月
三
日
）
の
後
で
あ
る
こ
と
、
進
藤
の
「
登
山
」
に
は
民
部
卿
の
実
父
岡
村
道
仙
が
御
供
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
進
藤
に
と
っ
て
も
甥
に
あ

た
る
民
部
卿
の
帰
寺
を
待
っ
て
「
登
山
」
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

冨
田
・
進
藤
が
「
登
山
」
し
た
両
日
と
も
、
善
峯
寺
で
は
食
堂
で
迎
え
「
御
馳
走
」
で
も
て
な
し
、
両
人
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
「
本
尊
へ
御

初
尾
金
子
百
疋
、
坊
中
へ
為
御
祝
儀
金
三
百
疋
」
を
持
参
し
て
い
る
。
両
日
の
「
登
山
」
の
翌
日
に
は
、
善
峯
寺
か
ら
は
惣
代
が
御
礼
の
た

め
出
京
し
、
賢
良
は
十
一
月
九
日
か
ら
「
御
見
立
」（
見
送
り
）
の
た
め
に
出
京
、「
御
暇
乞
」
に
「
服
部
た
は
こ
拾
斤
入
箱
壱
ツ
」
を
両
人

へ
進
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
十
三
日
に
は
、
九
月
十
二
日
に
拝
領
し
た
桂
昌
院
「
御
筆
之
物
」
の
御
礼
と
し
て
、
進
藤
資
長
へ
善
峯
寺
・

金
蔵
寺
か
ら
「
求
肥
五
斤
入
・
山
輪
同
箱
壱
ツ
ツ
ヽ
」
を
進
上
し
、
十
四
日
、
成
就
坊
賢
瑞
・
実
相
坊
賢
良
は
冨
田
・
進
藤
一
行
の
発
足

「
御
見
立
」
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
れ
ら
冨
田
・
進
藤
の
有
馬
湯
治
と
「
登
山
」
は
、
善
峯
寺
・
金
蔵
寺
の
両
山
に
と
っ
て
、
桂
昌
院
に
よ
る
堂
舎
復
興
以
来
、
初
め
て
両

山
と
の
密
接
な
由
緒
が
あ
る
本
庄
家
一
族
来
訪
の
機
会
で
あ
り
、
そ
の
際
に
進
藤
資
長
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
桂
昌
院
の
「
御
筆
之
物
」
は
、
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現
在
も
両
山
に
伝
わ
る
数
少
な
い
桂
昌
院
自
筆
の
遺
品
と
な
っ
て
い
る
。

江
戸
浅
草
誓
願
寺
の
「
登
山
」　

実
相
坊
賢
良
が
、
有
馬
に
滞
在
中
の
九
月
二
十
六
日
、
江
戸
浅
草
の
誓
願
寺
が
、
寺
中
の
者
と
同
宿
恵

俊
・
源
達
・
岳
貞
・
岳
真
ら
を
供
と
し
て
「
登
山
」、
本
尊
観
音
へ
「
初
尾
金
子
百
疋
」、
寺
中
七
坊
へ
「
百
疋
ツ
ヽ
」
を
持
参
し
、
食
堂
で

「
酒
・
吸
物
・
小
付
」
の
「
食
振
舞
」
を
受
け
た
後
、
三
鈷
寺
・
金
蔵
寺
へ
も
参
詣
し
て
い
る
。
こ
の
「
登
山
」
の
目
的
は
不
明
で
あ
る
が
、

江
戸
浅
草
の
誓
願
寺
は
、
当
時
綱
吉
・
桂
昌
院
の
篤
い
帰
依
を
受
け
て
お
り（
（1
（

、
桂
昌
院
ゆ
か
り
の
両
寺
へ
の
表
敬
と
推
測
さ
れ
る
。
翌
二
十

七
日
に
は
、
谷
之
坊
が
出
京
し
、
昨
日
「
登
山
」
へ
の
付
届
け
、
暇
乞
と
し
て
服
部
煙
草
二
十
斤
・
求
肥
三
箱
・
大
風
呂
敷
七
ツ
を
持
参
し

遣
わ
し
、
丁
重
な
応
対
を
し
て
い
る
。

青
蓮
院
英
宮
葬
送　

十
月
十
三
日
の
夜
、
本
庄
家
京
屋
敷
の
留
守
居
河
村
一（
隆
永
）右衛
門
か
ら
手
紙
が
届
き
、
青
蓮
院
英
宮
の
死
去
が
報
じ
ら

れ
た
。
翌
十
四
日
に
は
、
放
光
坊
・
谷
之
坊
が
出
京
し
、
英
宮
へ
の
御
悔
や
み
を
申
し
上
げ
る
序
で
に
、
元
禄
七
年
十
月
に
死
去
し
た
後
桂

蓮
院
（
尊
證
法
親
王
）
の
「
御
例
」
と
同
様
に
、「
御
葬
送
之
御
供
」
を
坊
官
進
藤
為
之
に
申
し
入
れ
て
い
る
。

善
峯
寺
と
青
蓮
院
と
の
関
係
は
、
鎌
倉
時
代
の
慈
鎮
和
尚
を
は
じ
め
、
道
覚
親
王
・
慈
道
親
王
・
尊
円
親
王
・
尊
道
親
王
な
ど
の
青
蓮
院

宮
が
善
峯
寺
に
住
山
し
た
由
緒
が
あ
り
、
善
峯
寺
は
そ
の
由
縁
に
よ
り
、
江
戸
時
代
に
は
青
蓮
院
の
寺
務
を
つ
と
め
て
い
た
。
寺
務
拝
命
の

起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
十
二
月
に
青
蓮
院
門
主
と
善
峯
寺
の
間
で
、「
寺
務
末
寺
之
論
」（
（1
（

が
起
こ
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
り
、
同
五
年
六
月
に
は
、
善
峰
寺
は
、
青
蓮
院
住
持
で
あ
っ
た
慈
鎮
和
尚
以
来
、
数
代
が
当
山
御
住
居
し
た
御
寺
で
あ
る
故
、
御

寺
務
に
命
じ
ら
れ
て
来
た
の
で
、
い
よ
い
よ
替
わ
ら
ず
崇
敬
し
て
い
る
旨
の
「
一
札
」（
（1
（

を
、
七
坊
連
署
に
よ
り
、
青
蓮
院
坊
官
へ
提
出
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
由
緒
か
ら
、
善
峯
寺
で
は
青
蓮
院
宮
後
桂
蓮
院
（
尊
證
法
親
王
）
薨
去
の
葬
送
の
際
、「
御
供
」
を
務
め
て
お
り
、
そ
の

「
御
例
」（
（2
（

に
よ
り
、「
御
葬
送
之
御
供
」
を
申
し
入
れ
た
の
で
あ
る
。
坊
官
進
藤
為
之
か
ら
は
「
尤
ニ
被
存
、
然
者
十
七
日
夜
亥
ノ
刻
ニ
真
如

堂
方
丈
ゟ
御
葬
送
之
御
規
式
有
之
候
間
、
暮
方
ニ
彼
方
へ
参
候
様
ニ
」
と
指
図
が
あ
っ
た
。
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英
宮
の
死
去
は
、
実
際
に
は
十
月
六
日
で
あ
り
、
同
八
日
に
は
青
蓮
院
「
御
殿
之
御
山
」
に
葬
ら
れ
て
い
た
が
、
葬
送
が
十
七
日
へ
延
期

さ
れ
た
の
は
、
東
山
天
皇
の
女
御
懐
妊（
（2
（

の
「
御
祝
儀
御
能
」
が
挙
行
さ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
幕
府
か
ら
上
使
大
沢
基
躬
が
上
京
す
る
の
で
、

「
御
隠
之
儀
御
遠
慮
ニ
て
十
一
日
ニ
御
公
儀
向
御
沙
汰
有
、
十
三
日
迄
鳴
物
御
停
止
」（
（2
（

の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。

御
葬
送
の
当
日
、
十
七
日
に
は
放
光
坊
と
谷
之
坊
・
宗
伯
ら
が
真
如
堂
法
泉
坊
に
宿
を
借
り
、
深
夜
「
亥
之
刻
」（
（2
（

に
真
如
堂
に
お
い
て

「
御
葬
送
之
規
式
」
が
行
わ
れ
、
導
師
は
山
門
正
観
院
前
大
僧
正
、
真
如
堂
、
山
門
上
乗
院
を
は
じ
め
と
す
る
山
門
衆
、
多
武
峰
衆
・
鞍
馬

寺
に
続
き
「
善
峯
」、
坂
東
寺
、
そ
の
他
の
「
御
由
緒
有
之
衆
」
が
御
供
を
勤
め
、
御
贈
経
・
御
焼
香
は
放
光
坊
が
惣
代
で
勤
め
て
い
る
。

栄
光
院
五
十
年
遠
忌　

十
二
月
九
日
、
江
戸
の
木
下
信
真
か
ら
、
今
月
十
三
日
は
「
栄
光
院
様
五
十
年
忌
」
当
日
で
あ
る
の
で
、
本
庄
宗

資
か
ら
廻
向
料
と
し
て
金
子
二
両
を
下
さ
れ
た
と
の
書
状（
（2
（

が
届
く
。
栄
光
院
は
本
庄
宗
資
の
父
宗
正
の
前
妻
で
あ
り
、
宗
資
の
異
母
兄
本
庄

道
芳
の
実
母
で
あ
る
。
ま
た
桂
昌
院
か
ら
父
母
を
は
じ
め
先
祖
菩
提
の
供
養
を
託
さ
れ
金
蔵
寺
に
住
山
し
た
喜
明
上
人
（
賢
海
）
の
養
母
で

も
あ
っ
た
。
善
峯
寺
・
金
蔵
寺
と
本
庄
家
の
密
接
な
関
係
の
要
因
と
な
っ
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。

賢
良
の
日
記
の
記
事
で
は
「
江
戸
ゟ
申
来
ル
趣
」
と
し
て
、「
圓
月
坊
三
代
先
之
光
瑞
御
念
比
ニ
御
座
候
、
唯
今
之
衆
中
ハ
無
御
存
知
方

も
可
有
候
へ
共
、
光
瑞
心
ニ
成
替
り
心
実
ニ
御
廻
向
頼
入
と
之
御
帖
、
木（
木
下
信
真
）

清
兵
衛
殿
迄
御
念
比
ニ
申
来
ル
由
」
と
、
圓
月
坊
の
三
代
前
の
光

瑞
と
「
御
念
比
」
で
あ
り
、
現
在
の
善
峯
寺
の
衆
中
に
は
存
知
し
な
い
者
も
あ
る
が
、
光
瑞
の
心
に
成
り
代
わ
り
御
廻
向
を
、
と
依
頼
し
て

い
る
。

こ
の
書
状
は
現
存
す
る
の
で
、
次
ニ
全
文
を
記
し
て
お
こ
う
。

　

栄
光
院
殿
天
卓
宝
樹
大
姉
、
当
月
十
三
日
五
十
年
忌
ニ
而
候
、
依
之
本
庄
因（
宗
資
）幡守

殿
ゟ
御
志
御
廻
向
料
被
遣
候
、

　
　
　
　

覚

　

一
、
金
子
貳
両　
　

右
之
御
亡
者
御
廻
向
料
也
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�

但
、
右
之
御
亡
者
、
其
元
唯
今
一
山
之
衆
中
、
聢
と
御
存
知
無
之
事
茂
可
有
御
座
候
、
三
代
先
圓
月
坊
光
瑞
ヲ
右
御
亡
者
御
皈
依
被
成

候
間
、
衆
中
光
瑞
之
心
成
替
り
、
心
実
ニ
来
ル
十
三
日
御
廻
向
可
被
成
候
、
右
之
通
、
因
幡
守
様
ゟ
御
状
ニ
而
可
被
仰
遣
候
得
共
、
拙

者
方
ゟ
能
々
可
申
達
由
御
座
候
、
尤
御
施
主
ハ
因
幡
守
様
ニ
而
御
座
候
、
御
請
之
御
状
被
進
候
ハ
ゝ
、
右
光
瑞
之
心
ニ
成
替
り
、
一
山

能
々
御
廻
向
仕
候
と
御
認
可
被
成
候
、
尚
其
内
可
得
御
意
候
、
以
上

　
　
　
　

極
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
下
清
兵
衛

　
　
　
　

善
峯
寺
惣
中

文
面
を
確
認
す
る
と
、
ほ
ぼ
日
記
の
記
事
は
正
確
に
書
状
の
趣
旨
を
記
し
て
お
り
、
日
記
に
記
す
「
御
念
比
」
と
は
、
栄
光
院
が
光
瑞
に

「
御
皈
依
（
帰
依
）」
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
日
記
の
記
事
で
は
十
二
月
九
日
に
本
状
の
到
来
を
記
し
、
十
一
日

か
ら
「
二
夜
三
日
之
法
事
」
を
勤
め
る
と
記
し
、
十
一
日
か
ら
十
三
日
ま
で
法
事
を
勤
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
当
時
在
江
戸
で

あ
っ
た
木
下
信
真
が
、
主
人
本
庄
宗
資
の
命
を
受
け
て
こ
の
書
状
を
「
極
月
九
日
」
に
認
め
、
同
日
に
善
峯
寺
に
届
け
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
。
木
下
か
ら
の
書
状
は
「
飛
札
到
来
ス
」
と
日
記
に
記
す
の
で
、
早
飛
脚
と
推
測
さ
れ
る
が
、
大
名
が
用
い
る
「
継
飛
脚
」
で
も
江

戸
と
京
都
間
は
二
日
半
は
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
法
事
の
初
夜
で
あ
る
十
一
日
に
到
着
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
日
記
の
記
事
を
整
合

的
に
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
賢
良
の
日
記
の
記
事
は
、
あ
る
程
度
の
操
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
記
事
内
容
に
つ
い
て

は
現
存
す
る
「
善
峰
寺
文
書
」
と
照
合
の
上
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

注（
１
）　

母
利
美
和
「「
善
峯
寺
実
相
坊
賢
良
日
次
」（
三
）
―
元
禄
十
年
正
月
か
ら
同
十
一
年
六
月
―
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』

第
二
四
号
、
二
〇
二
五
年
）。
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（
２
）　

洛
中
町
々
へ
は
八
月
七
日
に
、
元
禄
十
一
年
八
月
付
で
触
れ
ら
れ
る
。（『
京
都
町
触
集
成
』
第
一
巻
、
一
六
九
、
以
下
『
京
町
触
』
と
略

記
。）

（
３
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
以
下
『
寛
政
譜
』
と
略
記
）
の
米
倉
昌
尹
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
元
禄
十
一
年
八
月
二
日
、
米
倉
は
東
叡
山
寛
永
寺

の
根
本
中
堂
の
普
請
が
完
成
し
、
将
軍
綱
吉
か
ら
手
づ
か
ら
脇
指
を
拝
領
し
、
同
日
こ
の
巡
見
を
拝
命
し
て
い
る
。

（
４
）　
『
京
町
触
』
第
一
巻
、
一
七
八
。

（
５
）　

青
山
三
左
衛
門
は
、
元
禄
九
年
三
月
朔
日
の
日
記
記
事
で
は
「
足
袋
屋
青
山
三
左
衛
門
」
と
翻
刻
し
た
が
、「
青
山
」
の
姓
が
記
載
さ
れ

る
こ
と
か
ら
足
袋
屋
と
同
一
人
物
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
元
禄
十
年
正
月
二
日
の
記
事
で
は
、
賢
良
が
松
本
坊
と
共
に
高
槻
の
本
山
寺

へ
「
初
寅
」
に
参
詣
し
た
際
に
「
同
道
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
際
下
人
の
「
喜
三
郎
」
を
「
供
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
、
善
峯
寺
の
「
知
行
所

毛
見
」
に
雇
わ
れ
た
際
に
も
、
丹
波
へ
の
帰
路
に
下
人
を
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
善
峯
寺
に
雇
わ
れ
て
は
い
る
が
、「
侍
奉
公
」
と
し

て
雇
わ
れ
た
山
本
五
左
衛
門
と
は
待
遇
の
違
い
が
窺
え
る
。

（
６
）　

元
禄
十
一
年
九
月
七
日
条
に
、「
亀
山
ゟ
山
本
五
左
衛
門
と
申
者
、
侍
奉
公
望
今
日
来
ル
、
大
智
院
取
次
也
」
と
あ
る
。
大
智
院
は
、
丹

波
亀
山
（
現
京
都
府
亀
岡
市
上
矢
田
町
）
の
鍬
山
神
社
の
別
当
寺
で
あ
り
（『
京
都
府
の
地
名
』
平
凡
社
）、
こ
の
住
持
の
仲
介
に
よ
り
「
侍

奉
公
」、
い
わ
ゆ
る
寺
侍
と
し
て
雇
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）　

寺
中
の
僧
と
考
え
ら
れ
、
淀
藩
へ
の
使
僧
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
り
、
賢
良
等
と
同
道
し
て
出
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。

（
８
）　
『
徳
川
実
紀
』
に
は
、
進
藤
資
長
取
り
立
て
の
記
事
は
確
認
で
き
な
い
。「
善
峯
寺
文
書
」
の
中
興
書
簡
帖
（
調
番
：
中
興
008
、
以
下
「
善

峯
寺
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
）
の
奥
書
に
は
「
元
禄
七
年
瑞
光
院
逝
ス
、
時
ニ　

源
台
君
綱
吉
、
更
ニ
三
千
石
ヲ
以

テ
資
長
に
賜
テ
、
祀
リ
ヲ
継
カ
令
ム
」
と
記
載
し
、
今
度
、
拙
者
新
知
・
屋
敷
拝
領
有
難
く
存
ず
。
御
祝
儀
と
し
て
求
肥
一
箱
送
り
下
さ
れ

忝
く
存
ず
。
翌
三
日
に
は
、
進
藤
資
長
か
ら
善
峯
寺
惣
中
へ
、
今
度
、
拙
者
新
知
拝
領
の
御
祝
儀
迄
に
金
子
100
疋
進
上
す
る
と
の
、
元
禄
七
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年
九
月
二
日
付
「
進
藤
猪
右
衛
門
資
長
書
状
」（
調
番
：
中
興-

008-

09
）
を
収
録
す
る
。
ま
た
「
進
藤
系
図
」（
大
石
神
社
蔵
『
大
石
家
外
戚

枝
葉
傳
』
赤
穂
義
士
史
料
集
一
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
進
藤
資
長
に
つ
い
て
「（
瑞
光
院
）
江
戸
ニ
趣
キ
綱
吉
公
ニ

謁
シ
、
采
地
三
千
石
ヲ
賜
フ
、
瑞
光
院
没
後
、
其
ノ
采
地
ヲ
資
長
ニ
賜
ハ
リ
、
中
奥
御
小
姓
ト
ナ
ル
、」
と
記
す
。

（
９
）　
［
進
藤
淡
路
守
書
簡
帖
］
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、「
明
年
（
元
禄
十
二
年
）
ノ
冬
、
坐
シ
テ
於
悖
事
ノ
訴
ヘ
ア
ル
ニ
、
而
黜
ゾ
ケ
ラ
ル
、
終
ニ

祀
リ
ヲ
絶
ツ
、
甚
タ
為
可
憐
惜
者
、
称
離
相
院
空
岸
是
也
」（
調
番
：
中
興
書
簡
008
）
と
記
さ
れ
、「
悖
事
」
を
訴
え
ら
れ
連
座
し
た
原
因
は

不
明
で
あ
る
が
、「
善
峯
寺
文
書
」
中
に
お
い
て
も
元
禄
十
二
年
十
二
月
十
四
日
付
の
書
簡
（「
進
藤
淡
路
守
資
長
書
状
」（
調
番
：
中
興

-

012-

34
））
以
降
の
書
簡
類
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
「
大
石
良
麿
」
系
図
（
大
石
神
社
蔵
『
大
石
家
外
戚
枝
葉
傳
』
前
掲
注
（
８
））
に
よ

れ
ば
、「
本
庄
安
藝
守
（
資
俊
）
ト
不
和
ニ
シ
テ
数
々
口
論
ニ
及
ブ
、
剰
へ
彼
善
カ
ラ
ズ
、
一
巻
ヲ
書
シ
テ
之
レ
ヲ
呈
ス
、
柳
沢
出
羽
守
ヲ
以

テ
ス
也
、
此
儀
ニ
依
リ
テ
、
牧
野
ガ
城
地
関
宿
ニ
拘
ヘ
ラ
ル
、
後
ニ
濱
松
ニ
拘
サ
ル
」
と
記
さ
れ
、
本
庄
資
俊
と
の
不
和
が
原
因
で
あ
っ
た

と
伝
え
る
。

（
10
）　
「
善
峰
寺
実
相
坊
賢
良
日
次
」（
三
）
元
禄
十
一
年
二
月
朔
日
条
（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
二
四
号
、
二
〇
二
五
年
）。

（
11
）　
「
野
条
平
蔵
嘉
容
・
岡
村
道
仙
玄
澄
連
署
書
状
」（
調
番
：
広
㉒-

01-

10
）。

（
12
）　

桂
昌
院
の
姉
瑞
光
院
の
甥
（「
大
石
良
麿
」
系
図
で
は
山
科
宗
賀
の
妹
、
埋
忠
吉
信
の
妻
波
知
の
子
と
も
伝
え
る
）。
乙
訓
郡
外
畑
村
の
出

身
の
医
師
で
、
元
禄
七
年
に
本
庄
宗
資
の
求
め
に
応
じ
て
江
戸
に
出
て
本
庄
宗
資
に
仕
え
て
い
た
。
進
藤
資
長
の
熱
海
湯
治
に
同
道
し
、
元

禄
十
年
十
二
月
十
八
日
、
資
長
に
召
し
出
さ
れ
、「
去
月
淡（
進
藤
資
長
）

路
公
熱
海
入
湯
の
砌
に
（
道
仙
）
病
用
御
供
の
段
、
奇
特
と
の
事
」
と
、「
密
に
」

「
御
巻
物
三
、
御
金
拾
両
」
を
拝
領
し
た
が
、
御
礼
を
本
庄
宗
資
様
へ
書
付
に
よ
り
密
か
に
申
上
げ
よ
と
「
御
指
図
」
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

道
仙
の
「
病
用
御
供
」
は
本
庄
宗
資
の
命
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
元
禄
十
一
年
九
月
の
有
馬
湯
治
に
も
道
仙
は
桂
昌
院
の
命
に
よ

り
御
供
を
勤
め
、「
内
々
金
子
五
千
疋
・
晒
布
三
疋
」
を
拝
領
し
て
い
る
（「
岡
村
道
仙
玄
澄
書
状
断
簡
」
調
番
：
広
㉒-

05-

05
）。
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（
13
）　
「
岡
村
道
仙
玄
澄
書
状
」（
調
番
：
広
㉒-

05-

02
）。

（
14
）　

松
田
忠
徳
『
江
戸
の
温
泉
学
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓
』
で
は
「
二
廻
」、
後
藤
艮
山
の
『
師
節

筆
記
』
で
は
「
三
廻
」
を
説
い
て
い
る
。

（
15
）　

九
月
十
六
日
付
「
岡
村
道
仙
玄
澄
書
状
（
成
就
坊
宛
）」（
調
番
：
広
㉒-

05-

02
）
で
は
、「
貴
様
御
越
の
儀
、
民
部
卿
も
同
道
な
さ
れ
、

其
上
晴
雲
院
殿
（
民
部
卿
の
伯
母
）
に
も
小
児
の
療
に
は
よ
き
よ
し
ニ
て
御
す
ゝ
め
被
成
候
由
、
当
地
の
湯
者
大
熱
湯
に
て
、
よ
く
療
ヲ
い

や
し
申
候
、
し
か
し
つ
よ
き
湯
ニ
て
、
あ
ま
り
愈
過
申
候
、
其
段
ハ
ゆ
薬
な
と
服
用
い
た
し
、
湯
ヲ
あ
し
ら
い
申
候
ハ
ゝ
一
段
と
よ
く
可
有

之
候
」
と
、
道
仙
は
医
師
の
立
場
か
ら
実
子
で
も
あ
る
民
部
卿
の
湯
治
方
法
に
つ
い
て
成
就
坊
に
助
言
し
て
い
る
。

（
16
）　

進
藤
資
長
は
、
元
禄
七
年
に
死
去
し
、
金
蔵
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
祖
母
瑞
光
院
の
廟
所
へ
参
詣
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
17
）　

誓
願
寺
は
、
徳
川
家
康
が
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に
小
田
原
誓
願
寺
に
願
い
神
田
白
銀
町
に
創
建
し
た
浄
土
宗
寺
院
で
あ
り
、
家
康
・

松
平
家
忠
の
帰
依
を
受
け
た
と
伝
え
る
（『
東
京
都
の
地
名
』
平
凡
社
地
名
体
系
、
一
九
八
三
年
）。
明
暦
大
火
後
、
浅
草
に
移
転
し
て
い
た

が
、
元
禄
期
に
徳
川
綱
吉
・
桂
昌
院
の
帰
依
に
よ
り
堂
舎
を
復
興
し
、
寺
領
御
朱
印
知
四
百
石
を
拝
領
し
た
と
伝
え
る
が
、『
徳
川
実
紀
』
で

は
、
元
禄
九
年
四
月
九
日
に
は
新
た
に
寺
領
二
百
石
と
、
寺
地
を
加
増
さ
れ
、「
桂
昌
尼
公
御
願
に
よ
て
な
り
」
と
記
さ
れ
る
。

（
18
）　

元
禄
四
年
十
二
月
「
青
門
主
様
と
当
山
と
寺
務
末
寺
之
論
発
端
口
状
写
（
包
紙
）」（
調
番
：
広
㉑-

005
）。
包
紙
の
み
伝
存
す
る
が
、
包

紙
上
書
に
は
「
元
禄
四
辛
丑
年
青
門
主
様
と
当
山
と
寺
務
末
寺
之
論
発
端
口
状
写
弐
通
」、
包
紙
上
部
折
込
書
に
は
「
一
、
元
禄
四
辛
丑
十
二

月
廿
七
日
青
御
門
主
様
御
代
参
宮
内
卿
（
但
、
谷
之
坊
弟
子
也
、
当
時
御
□
（
殿
カ
）ニ

相
勤
）
参
候
節
、
木
下
清
兵
衛
殿
迄
当
寺
御
造
営
御
礼
被
仰

遣
、
御
口
上
書
衆
僧
江
御
見
せ
被
遊
候
写
し
壱
通
、
一
、
当
山
ゟ
右
御
口
上
書
御
見
せ
被
下
候
御
返
事
覚
書
壱
通
ト
メ
」
と
記
さ
れ
、
善
峯

寺
の
造
営
復
興
に
際
し
て
、
善
峯
寺
と
青
蓮
院
と
の
寺
務
関
係
や
本
末
関
係
で
争
論
が
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
19
）　

元
禄
五
年
六
月
「
一
札
（
青
蓮
院
宮
寺
務
拝
命
由
緒
ニ
付
）」（
調
番
：
寺
①-
014
）。
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（
20
）　
「
善
峯
寺
文
書
」
の
中
に
は
、
青
蓮
院
宮
葬
送
に
関
す
る
文
書
が
後
桂
蓮
院
宮
（
元
禄
七
年
十
月
十
九
日
～
同
八
年
十
月
二
十
一
日
）、
智

冥
院
宮
（
同
十
一
年
十
月
十
三
日
～
十
二
月
七
日
）、
蓮
華
寿
院
宮
（
延
享
四
年
九
月
二
十
五
日
～
十
一
月
九
日
）、
広
修
院
宮
（
宝
暦
二
年

七
月
二
十
一
日
～
九
月
九
日
）、
施
無
畏
王
院
宮
（
文
政
七
年
三
月
十
九
日
～
五
月
九
日
）
と
伝
存
す
る
が
、
元
禄
七
年
の
尊
証
親
王
葬
送
に

関
す
る
も
の
が
最
も
古
く
、
そ
れ
以
前
の
も
の
は
確
認
で
き
な
い
。

（
21
）　

東
山
天
皇
の
女
御
幸
子
女
王
は
元
禄
十
年
二
月
二
十
五
日
に
入
内
し
、
第
一
子
は
元
禄
十
三
年
の
皇
女
秋
子
内
親
王
と
伝
え
る
が
、
そ
れ

以
前
の
懐
妊
に
つ
い
て
は
、『
本
朝
後
胤
紹
運
録
』、『
徳
川
実
紀
』
に
も
記
載
な
し
。

（
22
）　
『
京
町
触
』
第
一
巻
、
一
八
〇
。

（
23
）　

後
白
河
天
皇
崩
御
の
葬
送
の
様
子
を
記
し
た
『
名
月
記
』
で
も
「
亥
之
刻
」
に
葬
送
行
列
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
（
増
田
美
子
「
中
世
の

葬
儀
と
喪
服
―
黒
か
ら
白
へ
の
回
帰
―
」『
学
習
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
〇
号
、
一
九
九
二
年
）。

（
24
）　

元
禄
十
一
年
極
月
九
日
付
「
木
下
清
兵
衛
信
真
書
状
」（
調
番
：
中
興-

018-

09
）。
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凡
例

１　

善
峯
寺
実
相
坊
賢
良
の
日
記
、「
元
禄
拾
壱
戊
寅
暦　

日
次
」

の
七
月
朔
日
か
ら
十
二
月
晦
日
ま
で
、
六
箇
月
分
の
記
録
を
翻

刻
す
る
。

２　

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
底
本
表
記
に
し
た
が
い

翻
字
し
、
誤
字
と
思
わ
れ
る
も
の
も
そ
の
ま
ま
翻
字
し
た
う
え

で
（　

）
に
本
来
の
文
字
を
傍
注
と
し
た
。
し
か
し
、「
泊
」

や
「
注
」
な
ど
、
本
来
は
三
水
偏
で
あ
る
文
字
が
草
書
体
の
筆

跡
の
癖
か
ら
か
、
あ
き
ら
か
に
言
偏
に
見
え
る
も
の
な
ど
は
、

書
き
癖
と
判
断
し
、
三
水
偏
で
翻
字
し
た
。
文
字
の
抹
消
は
、

□
□
・
□
□
な
ど
で
示
し
た
。

３　

変
体
仮
名
は
、
江
（
え
）・
而
（
て
）・
茂
（
も
）・
者
（
は
）

な
ど
、
合
字
は
、
ゟ
（
よ
り
）・
𬼀
（
し
て
）
は
原
文
の
ま
ま
翻

字
し
た
。

４　

本
文
中
の
二
行
・
三
行
の
割
注
は
、〈　
　
　

〉
で
括
り
翻

刻
し
た
。

５　

敬
意
表
現
で
あ
る
「
平
出
」
は
二
字
ア
キ
、「
闕
字
」
は
一

字
ア
キ
で
表
わ
し
た
。

６　

翻
刻
史
料
は
、
実
相
坊
賢
良
自
筆
の
原
本
と
考
え
ら
れ
る
が
、

元
禄
十
一
年
の
賢
良
が
有
馬
湯
治
中
の
一
部
記
事
は
、
賢
良
の

行
動
を
「
御
」
付
け
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
寺
中
の
記
事
は

他
者
の
記
録
を
賢
良
が
筆
写
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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（
元
禄
十
一
年
）

七
月
朔
日
癸
酉　

晴
天

二
日
甲
戌　

晴
天
、
河
村
一（
隆
永
）右衛

門
殿
登
山
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
伝
左
衛
門

来
ル

三
日
乙
亥　

晴
天
、
昨
晩
八
ツ
時
ゟ
淀
南
ノ
橋
詰
メ
出
火
、
因
茲

淀
ノ
御
城　

石
川
主（
憲
之
）殿頭

殿
へ
為
御
見
舞
惣
代
圓
月
坊
参
入
、
生

嶋
佐
右
衛
門
へ
も
届
ケ
致
被
帰
候
、
百
弐
十
軒
程
焼
ル

四
日
丙
子　

晴
天

五
日
丁
丑　

晴
天
、
一
山
墓
参
ス
、
岩
倉
山
へ
も
四
人
参
ル

六
日
戊
寅　

晴
天
、
河
村
一
右
衛
門
殿
帰
京

七
日
庚
卯
、
雨
天

八
日
辛
辰　

雨
天

九
日
壬
巳　

晴
天

十
日
癸
午　

晴
天
、
三
本
木
御
屋
敷
へ
為
御
見
舞
、
放（
忍
忠
）光坊
出
京

十
一
日
甲
未　

晴
天
、
青（
英
宮
）

門
主
様
ヨ
リ
為
御
代
参
三
智
坊
登
山
、

鳥
目
百
疋
御
寺
納

十
二
日
乙
申　

晴
天
、
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
太
兵
衛
丑
ノ
年
口
米
持
参
ス
、

庄
屋
役
め
之
願
申
来
ル
、
仏
師
源
之
丞
来
ル

十
三
日
丙
酉　

晴
天

十
四
日
丁
戌　

晴
天

十
五
日
戊
亥　

晴
天
、
宗
喜
方
へ
病
気
見
舞
ニ
夜（
マ
マ
）ル行

ク
、
供
庄

兵
衛

十
六
日
己
子　

晴
天
、
吉
丸
同
道
し
て
服
部
村
へ
参
ル
、
食
堂
松

本
坊
へ
預
置
ク
、
い
わ
く
ら
へ
御
□
（
廟
カ
）参

、
惣
代
圓
月
坊
・
仙
翁

坊
・
治（
玄
忠
）部卿

十
七
日
庚
丑　

晴
天

十
八
日
辛
寅　

晴
天
、
摂
州
ゟ
酉
ノ
刻
帰
寺
ス
、
下
久
世
村
太
兵

衛
・
年
寄
久
右
衛
門
来
ル
、
庄
や（
屋
）役
目
願
之
儀
也

十
九
日
壬
卯　

晴
天

廿
日
癸
辰　

晴
天
、
下
久
世
村
太
兵
衛
来
ル
、
庄
や
役
目
願
也

廿
一
日
甲
巳　

晴
天
、
岩
松
得
度
、
改
メ
恵
元
、
実
名
辨
昌
ト

云
、
一
山
江
振
舞
有
、
宇（
圓
月
坊
前
住
）

辨
第
三
年
忌
斎
有
、
両
山
参
ル
、
下
久

世
村
庄
や
之
儀
、
今
日
両
山
相
談
定
ル
、
来
ル
廿
六
日
申
付
ル
筈

也
、
太
兵
衛
・
利
兵
衛
半
分
ツ
ヽ
申
付
ル
筈
也

廿
二
日
乙
午　

晴
天

廿
三
日
丙
未　

申
ノ
刻
夕
立
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廿
四
日
丁
申　

晴
天

廿
五
日
戊
酉　

雨
天

廿
六
日
己
戌　

雨
天

廿
七
日
庚
亥　

晴
天
、〈
木
下
清（
信
真
）兵

衛
殿
今
度
弐
百
石
御
加
増
、
殊

ニ
地
方
拝
領
、
為
御
祝
御
屋
敷
へ
惣
中
ゟ
饅
頭
折
・
樽
持
参
、
惣
代
実

相
坊
出
京
ス
〉

廿
八
日
辛
子　

晴
天
、
淀
石
川
主（
憲
之
）殿頭
殿
ゟ
御
使
者
村
井
太
左
衛

門
登
山
、
是
ハ
先
比
淀
近
所
出
火
ニ
付
、
此
方
ゟ
惣
代
ヲ
以
見
舞

申
上
ル
、
其
御
礼
御
使
者
如
此
、
扨
又
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
太
兵
衛
・
久
右

衛
門
庄
や
願
之
儀
ニ
来
ル

廿
九
日
壬
丑　

晴
天
、
二
月
朔
日
ゟ
七
月
晦
日
迄
、
惣
算
用
立
會

致
ス

八
月
朔
日
癸
寅　

晴
天
、
如
例
阿
智
坂
へ
社
参
ス
、
下
久
世
村
利

兵
衛
、
朔
日
之
礼
ニ
来
ル
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
伝
左
衛
門
来
ル
、
礼
也
、
善

入
案
内
ニ
而
初
而
寂
性
ニ
逢
申
候
、
両
山
庵
借
り
申
度
願
也

二
日
甲
卯
、
未
ノ
刻
夕
立
、
下
久
世
村
庄
や
役
め
之
儀
ニ
付
、
為

相
談
、
成
・
実
・
谷
い
わ
く
ら
へ
越
山
ス

三
日
乙
辰　

雨
天
、
明
四
日
豪
（
松
本
坊
先
住
）

陳
七
周
忌
ニ
付
、
今
日
非
時
ゟ
松

本
坊
へ
往
ク

四
日
丙
巳　

晴
天
、
豪
陳
七
年
忌
斎
、
松
本
坊
ニ
有
、
岩
倉
衆
越

山
、
下
久
世
村
利
兵
衛
ニ
も
庄
や
役
め
三
分
一
申
付
ル
相
談
ニ
究

ル
、
来
七
日
ニ
申
付
ル
筈
也

五
日
丁
午　

晴
天

六
日
戊
未　

晴
天
、
下
久
世
村
太
兵
衛
・
利
兵
衛
方
へ
人
遣
ス
、

明
日
利
兵
衛
四
ツ
時
登
山
、
太
兵
衛
九
ツ
時
分
登
山
仕
候
様
ニ
申

遣
ス

七
日
己
申　

晴
天
、
下
久
世
村
利
兵
衛
ニ
申
渡
覚
、
庄
や
役
目

度
々
願
候
ニ
付
、
今
度
太
兵
衛
と
相
役
ニ
被
指
加
、
太
兵
衛
大
分
、

其
方
へ
三
分
一
被
仰
付
候
、
向
後
諸
事
申
合
、
帳
面
ハ
一
本
ニ
致

持
参
候
様
ニ
申
渡
ス
、
利
兵
衛
願
候
ハ
、
然
上
ハ
水
帳
写
シ
仕
、

此
方
へ
も
渡
候
様
ニ
被
仰
付
被
下
候
様
ニ
申
、
其
段
ハ
此
方
ニ
而

後
程
申
可
渡
、
猶
又
其
元
ニ
而
も
其
断
申
、
写
シ
ハ
所
持
可
仕
と

申
渡
ス
、

太
兵
衛
ニ
申
渡
ス
覚
、
郷
村
引
渡
初
入
之
時
分
、
段
々
無
礼
之
儀

共
有
之
よ
し
、
不
届
キ
ニ
何
茂
思
召
候
、
依
之
役
目
被
召
上
候
得

共
、
色
々
詫
言
申
ニ
付
、
御
了
簡
ヲ
以
利
兵
衛
被
指
加
、
併
結
構
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ニ
御
了
簡
被
成
、
利
兵
衛
ニ
ハ
三
分
一
、
大
分
ハ
其
方
へ
被
仰
付

候
、
向
後
申
合
、
帳
面
ハ
諸
事
一
本
ニ
仕
持
参
と
申
渡
ス
、
扨
又

水
帳
之
写
シ
ハ
利
兵
衛
ニ
も
可
遣
置
と
申
渡
ス
、
然
処
ニ
太
兵

衛
・
久
右
衛
門
申
候
ハ
、
利
兵
衛
仕
候
分
斗
帳
書
抜
渡
度
旨
願
申

候
、
其
段
ハ
左
様
ハ
成
間
敷
事
と
申
渡
、
三
分
一
斗
抜
書
写
シ
遣

候
ヘ
ハ
、
田
地
共
諸
物
事
二
ツ
ニ
成
候
間
、
其
段
ハ
成
間
敷
儀
と

申
渡
ス

八
日
庚
酉　

晴
天
、
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
百
性（
姓
）九
郎
兵
衛
礼
ニ
来
ル

九
日
辛
戌　

晴
天
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
伝
左
衛
門
来
ル

十
日
壬
亥　

晴
天
、
口
上
覚　
一、例
年
之
通
、
人
別
宗
門
改
之
儀

被
仰
出
候
間
、
帳
面
去
年
之
通
御
認
候
而
、
当
月
中
ニ
私
宅
へ
御

越
可
被
成
候
、
以
上
、
と
り
八
月
八
日　

松（
雑
色
）村与
左
衛
門
印
、
触

所
如
常
、
快
雲
七
年
忌
、
明
日
、
今
晩
非
時
ゟ
仙
翁
坊
へ
参

十
一
日
癸
子　

晴
天
、
覚　
一、今
度
米（
巡
見
使
、昌
尹
）

倉
丹
後
守
殿
御
用
有
之

而
上
京
候
、
為
迎
罷
出
候
儀
幷
飛
札
・
音
信
等
堅
可
為
無
用

事
、
一、巡
見
之
所
々
掃
除
等
入
念
候
儀
無
用
之
事
、
一、見
分
之
節
、

其
所
に
無
之
商
売
物
外
よ
り
持
参
仕
間
敷
事
、

右
之
通
洛
中
洛
外
寺
社
方
幷
町
中
へ
可
令
触
知
者
也

　
　

寅
ノ
八
月
日

右
之
通
被
仰
出
候
間
、
門
前
・
境
内
へ
も
御
触
之
趣
可
被
仰
渡
候
、

以
上
、
元
禄
十
一
年
寅
八
月
七
日　
　

松
村
与
左
衛
門 

印

下
久
世
村
庄
や
太
兵
衛
・
年
寄
久
右
衛
門
、
此
度
庄
や
役
め
大
め

被
仰
付
候
礼
ニ
樽
・
三
本
入
扇
子
箱
持
参
ス

十
二
日
甲
丑　

晴
天

十
三
日
乙
寅　

雨
天
、
久
世
村
利
兵
衛
、
今
度
庄
や
役
め
太
兵
衛

と
相
役
ニ
被
仰
付
候
為
御
礼
、
樽
・
扇
子
持
参
ス

十
四
日
丙
卯　

晴
天
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
彦
兵
衛
い
り
米
持
参
、
呪
（
兄
カ
）吉
兵
衛

と
田
地
之
儀
ニ
付
少
申
分
有
之
由

十
五
日
丁
辰　

晴
天
、
口
触　

頃
日
町
々
に
疲
犬
・
病
犬
多
有
之

候
、
従
前
々
相
触
候
通
、
其
所
々
に
て
養
ひ
、
病
犬
・
子
犬
等
者

檻
に
て
も
拵
入
置
、
麁
抹
に
致
ま
し
く
候
、
若
相
背
も
の
有
之
者

可
為
曲
事
旨
、
洛
中
洛
外
江
可
令
触
知
者
也
、
寅
八
月
日
、
右
之

通
被
仰
出
間
、
門
前
・
境
内
へ
御
触
聞
せ
相
守
候
様
ニ
可
被
仰
渡

候
、
以
上

元
禄
十
一
年
寅
八
月
十
一
日　

松（
雑
色
）村与
左
衛
門
印　

触
所
如
常

十
六
日
戊
巳　

晴
天
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十
七
日
己
午　

晴
天

十
八
日
己
未　

時
々
雨

十
九
日
庚
申　

晴
天
、
淀
石
川
主（
憲
之
）殿頭

殿
御
内
、
国
御
絵
図
役
人

衆
ゟ
手
帋
書
付
之
案
文
到
来
、
用
事
ハ
、
去
夏　

公
儀
江
書
出
候

ハ
、
当
寺
領
今
里
村
書
付
上
ケ
候
、
当
春
淀
江
指
出
候
書
付
ニ

ハ
上
里
村
・
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
有
之
、
村
書
去
冬
霜
月
御
加
増
ニ
付
相
違

仕
候
故
、
書
付
改
メ
指
出
シ
候
様
ニ
申
来

廿
日
辛
酉　

晴
天
、
庄
屋
不
残
ハ（
稲
架
カ
）

サ
米
持
参
ス

廿
一
日
壬
戌　

時
々
雨
、
法（
真
如
堂
）

泉
坊
ゟ
書
状
来
、
上
乗
院
今
度
植（
上
）野

御
堂
法
会
ニ
俄
ニ
被
召
下
向
ニ
付
、
法
泉
坊
供
ニ
て
罷
下
候
よ
し

廿
二
日
癸
亥　

雨
天

廿
三
日
甲
子　

雨
天
、
宗
門
改
帳
、
松
村
与
左
衛
門
方
へ
使
僧
善

入
持
参
ス
、
帳
壱
冊
ニ
て
相
済
、
外
ニ
持
参
無
シ

廿
四
日
乙
丑　

晴
天
、
知
行
所
書
付
壱
通
、
淀
国
御
絵
図
役
人
衆

へ
相
渡
ス
、
圓
月
坊
持
参
、
ト（
供
）モ

宗
伯
・
伝
三
郎

廿
五
日
丙
寅　

雨
天

廿
六
日
丁
卯　

晴
天

廿
七
日
戊
辰　

晴
天
、
成（
賢
瑞
）就坊

出
京
、
供
善
兵
衛

廿
八
日
己
巳　

晴
天

廿
九
日
庚
午　

雨
天

晦
日
辛
未　

雨
天
、
一、御
朱
印
高
何
程
之
内
、
何
程
ハ
修
理
料
、

何
程
ハ
神
供
祭
礼
、
何
程
ハ
仏
事
料
ニ
相
極
置
く
候
哉
之
事

一、御
朱
印
高
之
内
、
何
程
ハ
寺
中
又
ハ
社
中
江
配
当
候
哉
之
事

一、御
朱
印
高
不
残
住
持
又
ハ
社
司
江
所
務
い
た
し
候
茂
有
之
哉
、

左
候
ハ
ヽ
修
補
之
節
ハ
如
何
い
た
し
候
哉
之
事

一、御
朱
印
無
高
之
所
ハ
内
証
高
如
何
程
有
之
哉
、
是
又
右
三
ヶ
条

之
儀
如
何
之
事

一、御
朱
印
高
之
外
ニ
修
復
料
極
置
候
茂
有
之
候
哉
之
事

　
　
　
　

以
上

　

�

右
之
趣
御
老（
考
）被
成
、
委
細
御
書
分
ケ
御
書
付
、
明
後
日
朔
日
迄

之
内
、　

水
野
備（
勝
直
）前
守
様
御
屋
敷
へ
御
持
参
可
被
成
候
、
寺

中
・
社
家
中
銘
々
配
当
之
わ
け
御
書
記
ニ
ハ
不
及
候
、
住
持
・

寺
中
・
社
務
・
社
中
へ
高
之
内
何
程
配
当
、
何
程
ハ
修
復
料
と

御
書
付
可
被
成
候

　

元
禄
十
一
年
寅
八
月
廿
九
四
日　
　
　

松（
雑
色
）村与
左
衛
門
印

触
所
ハ　

長
福
寺　

梅
之
宮　

金
蔵
寺　

善
峯
寺
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九
月
朔
日
壬
申　

晴
天
、
御
朱
印
高
配
当
書
付
、
町
奉
行
所
へ
惣

代
谷
之
坊
持
参
、
留
メ
外
ニ
有
、
仙
翁
坊
隠
居
本
寿
坊
快
忠
、
今

朝
八
ツ
之
終
り
寂
死
去

二
日
癸
酉　

晴
天
、
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
利
兵
衛
・
久
右
衛
門
来
ル
、
久
世

川
渡
銭
之
儀
、
雇
蔵
之
者
、
銭
可
取
由
申
ニ
付
、
村
々
舟
郷
廻
り

申
通
候
様
ニ
申
渡
ス
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
口
米
之
銀
、
今
日
彦
兵
衛
持
参
ス
、

扨
又
町
代
長
兵
衛
と
申
者
来
ル
、
是
ハ
近
日
米（
巡
見
使
、昌
尹
）

倉
丹
後
守
様
御
登

山
之
由
、
道
案
内
仕
候
故
、
道
筋
見
分
ニ
参
候
由
申

三
日
甲
戌　

晴
天
、
萩（
摂
津
国
島
上
郡
）

谷
村
次
郎
兵
衛
来
ル
、
菓
子
壱
袋
持
参
ス
、

谷
之
坊
帰
寺
、
山
神
之
市
納
来
ル
、
明
日　

米
倉
丹
後
守
様
御
登

山
之
由
来
ル
、
勝
義
松（
雑
色
）村与
左
衛
門
ゟ
八
左
衛
門
殿
来
ル
、
明
日

米
倉
丹
後
守
様
御
登
山
為
御
案
内
申
参
候
由

四
日
乙
亥
、
晴
天
、
巳
ノ
刻
、
米（
巡
見
使
、昌
尹
）

倉
丹
後
守
様
・
水
（
京
都
町
奉
行
、勝
直
）

野
備
前
守
様

御
登
山
也
、
御
機
嫌
能
、
殊
ニ
掃
除
等
能
宜
敷
取
成
と
御
ほ
め
被

成
候
、
諸
堂
、
其
外
諸
事
委
ク
書
付
持
参
仕
候
様
ニ
被
仰
候

五
日
丙
子　

晴
天
、
昨
日
御
両
所
御
登
山
御
礼
ニ
惣
代
圓
月
坊
出

京
也
、
諸
堂
品
々
書
付
、
備
前
守
様
迄
持
参
、
別
ニ
留
メ
有

六
日
丁
丑　

雨
天
、
上
里
村
利
左
衛
門
・
彦
兵
衛
来
ル
、
当
取
ケ（
箇
）

之
儀
、
近
日
書
付
持
参
仕
候
様
ニ
申
渡
ス

七
日
戊
寅　

晴
天
、
下
久
世
村
庄
や（
屋
）利

兵
衛
・
久
右
衛
門
来
ル
、

当
取
ケ
儀
書
付
近
日
持
参
仕
候
様
ニ
申
渡
ス
、
亀
山
ゟ
山
本
五
左

衛
門
と
申
者
、
侍
奉
公
望
今
日
来
ル
、
大
（
鍬
山
宮
別
当
寺
カ
）

智
院
取
次
也

八
日
己
卯　

晴
天
、
泉（
安
岡
寺
）

蔵
坊
来
ル
、
そ
は
こ
・
い
も
子
持
参

九
日
庚
辰　

雨
天
、
御
屋
敷
・
晴
（
進
藤
秀
長
母
）

雲
院
様
・
美
（
高
木
源
右
衛
門
）

濃
や
三
所
へ
惣
（
中
脱
カ
）

ゟ

松
茸
遣
ス

十
日
辛
巳　

雨
天
、
進
藤
淡（
資
長
）路守
様
ゟ
御
召
、
放（
忍
忠
）光坊
・
実
相
坊

同
道
出
京
、
桜
本
坊
・
実
相
坊
同
道
、
木
下
清（
信
真
）兵衛
殿
へ
御
見
舞
、

当
夏
以
書
付
知
行
配
当
之
儀
、　

本
庄
因（
宗
資
）幡守
様
へ
御
願
申
上
候

処
、
此
度
被
置（
マ
マ
）下、
則
木
下
清
兵
衛
殿
御
渡
シ
頂
戴
ス
、
夫
ゟ　

進
藤
淡
路
守
様
へ
参
上
ス
、
然
ル
処
ニ
、
今
度　
　

三（
徳
川
綱
吉
母
桂
昌
院
）

之
御
丸
様

御
筆
之
物
、
両
山
へ
被
為
下
置
候
、
則
是
ハ
淡（
進
藤
資
長
）

路
守
様
御
取
成
御

願
之
由
、
則
淡（
進
藤
資
長
）

州
様
ゟ
御
渡
、
夫
ゟ
冨
田
甲（
知
郷
）斐守
様
へ
御
見
舞
、

右
之
品
々
御
礼
申
上
ル
、
惣
代
御
見
舞
と
し
て
松
茸
弐
拾
本
ツ
ヽ

進
上
ス

十
一
日
壬
午　

晴
天
、
今
日
帰
寺
ス

十
二
日
癸
未　

晴
天
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十
三
日
甲
申　

晴
天
、
い
わ
く
ら
衆
登
山
、
有
馬
へ
御
見
舞
之
相

談
ス
、
山
本
五
左
衛
門
今
日
来
ル

十
四
日
乙
酉　

晴
天
、
樋
口
殿
・
晴
（
進
藤
秀
長
母
）

雲
院
様
屋
敷
喜
兵
衛
殿
・

御（
治
郎
兵
衛
）

幸
町
へ
松
茸
遣
ス
、
谷
之
坊
出
京

十
五
日
丙
戌　

晴
天
、
進
藤
淡（
資
長
）路守
殿
・
冨
田
甲（
知
郷
）斐守
殿
・
木
下

清（
信
真
）兵衛
殿
御
同
道
ニ
て
、
去
ル
十
二
日
ニ
有
馬
へ
御
入
湯
被
成
候

ニ
付
、
実
相
坊
・
桜
本
坊
同
道
ニ
而
乍
御
見
舞
為
御
伽
今
日
ゟ
御

参
、
進
物
ハ
焼
饅
頭
壱
折
百
入
・
酒
五
升
樽
弐
ツ
・
壱
分
麩
百
入

苞
壱
ツ
・
松
蕈
壱
籠
ツ
ヽ
、
此
通
り
調
、
御
三
所
へ
持
参
、
食
堂

留
主
圓
月
坊

十
六
日
丁
亥　

晴
天
、
於
本
堂
如
恒
例
大
般
若
経
転
読
、
松（
雑
色
）村与

左
衛
門
ゟ
触
書
到
来
、
口
触　

漸
寒
気
向
候
間
、
火
之
用
心
随
分

念
入
候
様
ニ
町
々
幷
裏
借
屋
等
ま
て
急
度
可
令
触
知
者
也

　
　

寅
九
月
十
二
日

右
之
通
被　

仰
出
候
間
、
門
前
・
境
内
へ
火
之
元
念
入
候
様
可
被

仰
渡
候
、
以
上

　
　

元
禄
十
一
年
寅
九
月
十
三
日　
　

松
村
与
左
衛
門 

印

一、知
行
所
へ
毛
見
遣
候
ニ
付
、
丹
州
寺
田
へ
青
山
三
左
衛
門
雇
ニ

善
性
遣
ス
、
夜
ニ
入
テ
三
左
衛
門
来
ル
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
庄
屋
方
へ
明
日

毛
見
遣
候
間
、
毛
引
帳
相
認
待
居
申
候
様
ニ
申
遣
ス
、
此
通
り
其

元
ゟ
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
へ
も
申
遣
候
様
ニ
申
遣
候

十
七
日
戊
子　

晴
天
、
今
日
知
行
処
為
毛
見
、
青
山
三
左
衛
門
・

山
本
五
左
衛
門
・
宗
伯
・
杉
谷
小
兵
衛
、
其
外
草
履
取
・
茶
辨

当
・
挟
箱
持
相
添
遣
ス
、
上
里
村
昼
七
ツ
頭
ニ
仕
舞
、
夫
ゟ
下
久

世
村
へ
歩
行
、
庄
屋
利
兵
衛
方
ニ
一
宿
仕
、
供
壱
人
帰
ル

十
八
日
己
丑　

晴
天
、
青
門
主
英
宮
様
御
不
快
ニ
付
、
為
御
見
舞

御
所
柿
五
十
壱
折
、
谷
之
坊
持
参
、
青
山
三
左
衛
門
下
久
世
村
之

毛
見
首
尾
能
仕
廻
、
昼
八
ツ
前
ニ
帰
山
ス
、
有
馬
ゟ
実
相
坊
・
桜

本
坊
方
ゟ
書
状
到
来
、
御
三
人
共
ニ
御
機
嫌
能
御
入
湯
被
成
候
由

申
来

十
九
日
庚
寅　

晴
天
、
未
ノ
刻
ゟ
雨
降
出
、
夜
終
降
、
青
山
三
左

衛
門
泊
ル

廿
日
辛
卯　

晴
天
、
青
山
三
左
衛
門
丹
州
へ
帰
ル
、
送
之
下
人
壱

人
添
遣
ス
、
下
久
世
村
庄
屋
利
兵
衛
・
年
寄
久
右
衛
門
来
ル
、
此

比
御
毛
見
御
出
、
首
尾
能
帰
山
之
段
御
礼
届
ケ
ニ
来
候
、
則
先
日

被
仰
付
候
内
見
之
書
付
持
参
ス
、
上
中
下
都
合
高
ニ
五
ツ
六
分
之
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書
付
な
り
、
惣
御
日
待
成（
賢
瑞
）就坊

被
勤
候

廿
一
日
壬
辰　

晴
天
、
作
兵
衛
外
（
乙
訓
郡
）

畑
へ
松
茸
調
ニ
遣
候
、
三
百
本

求
メ
帰
り
候
、
有
馬
実
相
坊
ゟ
書
状
来
ル
、
甲（
冨
田
知
郷
）

斐
守
様
・
淡（
進
藤
資
長
）

路
守

様
温
泉
一
段
と
御
相
応
被
成
、
一
日
ニ
両
度
ツ
ヽ
御
入
湯
之
由
、

扨
又
御
入
湯
之
節
ハ
彼
地
年
寄
壱
人
ツ
ヽ
御
前
キ
は
ら
い
仕
、
毎

度
〳
〵
諸
事
は
れ
か
ま
し
き
よ
し
申
来
ル

廿
二
日
癸
巳　

晴
天
、
有
馬
ゟ
書
状
来
ル
、
御
三
人
共
ニ
両
山
之

松
茸
御
尋
被
成
候
由
、
就
夫
早
々
為
持
越
候
様
ニ
と
申
来
ル
、
岩

倉
へ
申
遣
ス

廿
三
日
甲
午
、
曇
、
小
塩
村
へ
松
茸
調
へ
ニ
人
遣
、
夜
ニ
入
岩
倉

ゟ
松
茸
来
ル
、
明
日
人
足
ニ
て
有
馬
へ
持
せ
遣
、
一
山
ゟ
十
五
本
、

両
山
ゟ
三
十
本
、
御
壱
人
へ
進
上

廿
四
日
乙
未　

晴
天
、
七
助
有
馬
へ
遣
ス

廿
五
日
丙
申　

雨
天

廿
六
日
丁
酉　

晴
天
、
江
戸
浅
草
誓
願
寺
登
山
、　

観
音
へ
初
尾

金
子
百
疋
、
寺
中
七
坊
へ
も
百
疋
ツ
ヽ
持
参
、
誓
願
寺
寺
中
・
同

同
宿
恵
俊
・
源
達
・
岳
貞
・
岳
真
、
此
等
供
有
、
京
都
宿
所
ハ
烏

丸
通
綾
小
路
下
ル
町
橋
本
平
兵
衛
所
大
経
師
家
借
宅
、
当
寺
ゟ
三

鈷
寺
・
岩
倉
へ
越
山
、
案
内
を
添
遣
、
食
堂
ニ
て
酒
・
吸
物
・
小

付（
漬
）食

振
舞
、
下
々
迄
為
給
候

廿
七
日
戊
戌　

晴
天
、
谷
之
坊
出
京
、
是
ハ
昨
日
誓
願
寺
登
山
ニ
、

付
届
ケ
・
暇
乞
ニ
両
山
ゟ
服
部
烟
草
廿
斤
〈
但
し
壱
斤
ニ
付
、
弐

匁
三
分
五
リ
ン
ツ
ヽ
〉
弐
斤
入
・
求
肥
三
箱
〈
但
し
壱
箱
ニ
付
、
五
匁
七

分
ツ
ヽ
〉、
大
風
呂
敷
七
ツ
〈
但
し
壱
ツ
ニ
付
、
弐
匁
三
分
五
厘
ツ
ヽ
〉、

此
通
両
山
よ
り
持
参
、
河（
隆
永
）村調

遣
、
扨
又
賀
茂
山
本
仙
蔵
へ
乍
暇

乞
、
是
も
烟
草
五
斤
、
両
山
ゟ
持
参
ス

廿
八
日
己
亥
、
晴
天

廿
九
日
庚
子　

晴
天
、
有
馬
へ
遣
松
茸
、
里
へ
調
ニ
遣
、
夜
ニ
入

岩
倉
ゟ
松
茸
来
ル
、
明
日
人
足
ニ
て
為
持
遣
筈

晦
日
辛
丑　

曇
、
雨
降
、
有
馬
へ
喜
三
郎
遣
ス

十
月
朔
日
壬
寅
、
曇
、
折
々
雨
降
、
従
岩
倉
山
ゟ
（
衍
カ
）開
山
忌
之
回
章

到
来
ル
（
マ
マ
）

二
日
癸
卯
、
曇
、
折
々
小
𩅧
（
マ
マ
）降
、
喜
三
郎
有
馬
ゟ
帰
山
、
上
里
村

百
性（
姓
）伝

左
衛
門
見
舞
ニ
来

三
日
甲
辰　

晴
天
、
松
本
坊
・
圓
月
坊
・
民
（
岡
村
道
仙
息
）

部
卿
、
岩
倉
へ
越
山

四
日
乙
巳
、
晴
天
、
成（
賢
瑞
）就坊
・
民
部
卿
同
道
ニ
て
有
馬
へ
御
見
舞
、

140



又
ハ
実
相
坊
・
桜
本
坊
為
替
岩
倉
ゟ
境
知
坊
、
持
参
物
ハ
素
麺
六

拾
把
・
羊
羹
三
拾
棹
・
壱
分
麩
百
五
拾
苞
、
御
三
人
へ
両
山
ゟ
進

物
、
西
室
坊
、
是
ハ
自
分
入
湯
之
望
ニ
て
罷
被
下
候
由

五
日
丙
午　

晴
天

六
日
丁
未　

晴
天
、
時
々
小
𩅧
（
マ
マ
）降

七
日
戊
申　

晴
天

八
日
己
酉　

晴
天

九
日
庚
戌　

晴
天

十
日
辛
亥　

晴
天
、
夜
ニ
入
テ
従　

御
公
儀
触
書
到
来

　
　
　
　

覚

一、寺
社
幷
町
中
手
酒
造
之
儀
一
切
停
止
事

一、�最
前
相
触
候
へ
共
、
他
所
ゟ
入
込
抜
酒
有
之
由
相
聞
候
間
、
弥

可
遂
穿
鑿
事

　

�

右
之
通
堅
可
相
守
候
、
若
外
よ
り
あ
ら
ハ
る
ゝ
に
お
ゐ
て
ハ
、

急
度
可
為
曲
事
旨
、
洛
中
洛
外
江
可
令
触
知
者
也

　
　
　

寅
十
月
日

　

�

右
之
通
被
仰
出
候
間
、
寺
社
中
幷
門
前
・
境
内
迄
急
度
可
被
仰

渡
候
、
已
上

　
　

元
禄
十
一
年
寅
十
月
九
日　
　

松（
雑
色
）村与

左
衛
門
印

　
　
触
所
前
々
同
断

十
一
日
壬
子　

晴
天

十
二
日
癸
丑　

曇
天

十
三
日
甲
寅　

晴
天
、
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
庄
屋
利
兵
衛
、
見
舞
又
ハ
蔵
付

之
窺
ニ
来
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
庄
屋
利
左
衛
門
上
同
断
、
夜
ニ
入
テ
河（
隆
永
）村ゟ

手
紙
来
ル
、
粟
（
粟
田
口
）
口
青（
英
宮
）

蓮
院
宮
様
御
隠
被
成
候
由
申
来
ル

十
四
日
乙
卯　

曇
天
、
放（
忍
忠
）光坊

・
谷
之
坊
出
京
、
是
ハ　

宮
様
御

悔
申
上
ル
序
ニ
、
後（
青
蓮
院
尊
證
親
王
）

桂
蓮
院
様
之
時
如
御
例
御
葬
送
之
御
供
仕
度

願
、
進
藤
采（
為
之
）女
殿
迄
申
入
、
尤
ニ
被
存
、
然
者
十
七
日
夜
亥
ノ
刻

ニ
真
如
堂
方
丈
ゟ
御
葬
送
之
御
規
式
有
之
候
間
、
暮
方
ニ
彼
方
へ

参
候
様
ニ
得
差
図
帰
ル
、
御
遷
化
ハ
六
日
、
八
日
ニ
御
殿
之
御
山

へ
葬
、
御
葬
送
を
十
七
日
迄
相
延
候
者
、　

当（
東
山
天
皇
）

今
様
御
方
ニ
御
懐

躰（
胎
）之
儀
有
之
ニ
付
、
為
御
祝
儀
御
能
有
之
、
御
上
使
大
沢
越（
基
躬
）中守

様
御
上
、
是
等
之
儀
ニ
付
、
御
隠
之
儀
御
遠
慮
ニ
て
十
一
日
ニ
御

公
儀
向
御
沙
汰
有
、
十
三
日
迄
鳴
物
御
亭（
停
）止

之
事

十
五
日
丙
辰　

晴
天
、
食
堂
ニ
而
惣
日
待

十
六
日
丁
巳　

晴
天
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十
七
日
戊
午　

晴
天
、
放
光
坊
・
谷
之
坊
・
宗
伯
、
ト
モ
喜
三

郎
・
又
兵
衛
出
京
ス
、
真
如
堂
法
泉
坊
方
ニ
宿
、
今
晩
亥
ノ
刻
ニ

於
真
如
堂
御
葬
送
之
規
式
有
之
、
御
改
名
智
冥
院
宮
〈
御
行
年
御
八

才
〉、
御
導
師
山
門
正
観
院
前
大
僧
正
、
真
如
堂
・
上
乗
院
・
山

門
衆
・
多
武
峰
衆
・
鞍
馬
寺
・
善
峯
・
坂
東
寺
、
其
外
御
由
緒
有

之
衆
御
供
ニ
被
出

十
八
日
己
未　

朝
曇
、
御
贈
経
・
御
焼
香
、
放
光
坊
惣
代
ニ
相
勤

候
由
、
夜
ニ
入
テ
放
・
谷
帰
寺
、
上
里
村
彦
兵
衛
小
豆
壱
袋
為
見

廻
持
参
ス
、
伝
左
衛
門
見
舞

十
九
日
庚
申　

晴
天

廿
日
辛
酉　

曇
、
終
日
雨
降
、
快
忠
五
十
日
ニ
付
斎
有
、
金
蔵
寺

ゟ
香
禅
坊
ニ
越
山
、
夜
ニ
入
亥
刻
ニ
従
有
馬
実
相
坊
御
帰
寺
、　

進
藤
淡（
資
長
）路守
様
・
冨
田
甲（
知
郷
）斐守
様
九
月
九
日
京
着
被
成
、
十
二
日

京
御
発
足
、
有
馬
江
御
入
湯
被
成
候
付
、
同
十
五
日
ゟ
善
峯
寺
ゟ

実
相
坊
、
岩
倉
ゟ
桜
本
坊
有
馬
へ
相
詰
メ
、
昨
十
九
日
迄
居
申
、

成（
賢
瑞
）就坊

・
民
（
岡
村
道
仙
息
）

部
卿
・
境
智
坊
十
月
五
日
ニ
有
馬
へ
参
入
、
廿
一
日

迄
相
詰
メ
被
申
候

廿
一
日
壬
戌　

晴
天

廿
二
日
癸
亥　

晴
天

廿
三
日
甲
子　

晴
天
、
進
藤
淡（
資
長
）路守

様
・
冨
田
甲（
知
郷
）斐守

様
、
今
日

有
馬
御
発
足

廿
四
日
乙
丑　

雪
、
淡
路
守
様
ハ
山
崎
ゟ
直
ニ
金
蔵
寺
へ
御
廟
参

ニ
付
、
実
相
坊
・
放（
忍
忠
）光坊

御
出
合
申
上
ル
、
甲
斐
守
様
・
清（
木
下
信
真
）

兵
衛

様
八（
石
清
水
）

幡
宮
へ
直
ニ
御
社
参
之
由

廿
五
日
丙
寅　

晴
天
、
実
相
坊
・
圓
月
坊
出
京

廿
六
日
丁
卯　

晴
天
、
四
ツ
過
、
圓
月
坊
帰
寺
、
甲
斐
守
様
・
淡

路
守
様
明
日
御
登
山
可
被
成
之
由
、
噂
有
之
ニ
付
、
上
下
道
除
掃
、

本
堂
・
弥
陀
堂
荘
厳
為
致
候
、
暮
方
ニ
又
兵
衛
京
ゟ
帰
ル
、
未
御

客
御
登
山
之
儀
日
限
知
レ
不
申
候
由

廿
七
日
戊
辰　

晴
天
、
実
相
坊
帰
寺
、
昨
晩
冨
田
甲（
知
郷
）斐守
様
、
河

村
一（
隆
永
）右衛
門
方
へ
御
入
被
成
候
、
実
相
坊
・
桜
本
坊
参
入
ス

廿
八
日
己
巳　

晴
天
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
伝
左
衛
門
来
ル

廿
九
日
庚
午　

雨
天
、
甲
斐
守
様
・
淡（
進
藤
資
長
）

路
守
様
為
御
見
舞
、
惣
代

谷
之
坊
出
京
、
谷
之
坊
帰
寺

十
一
月
朔
日
辛
未
、
時
々
雨
、
明
日
甲
斐
守
様
・
清
兵
衛
様
御
登

山
ニ
付
、
谷
や
幷
源
之
丞
・
上
里
村
伝
左
衛
門
来
ル
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二
日
壬
申
、
午
ノ
刻
ゟ
雪
、
冨
田
甲（
知
郷
）斐守

様
辰
ノ
刻
御
登
山
、
食

堂
へ
御
入
、
本
尊
へ
御
初
尾
金
子
弐
百
疋
、
坊
中
へ
金
子
百
疋

ツ
ヽ
被
下
候
、
川
口
彦
太
夫
殿
御
供
、
有
馬
茅
坊
兵
左
衛
門
も
御

供
仕
、
木
下
清（
信
真
）兵衛

様
も
御
登
山
、
本
尊
へ
御
初
尾
金
子
百
疋
、

坊
中
へ
為
御
祝
儀
金
三
百
疋
御
持
参
、
右
下
々
迄
御
馳
走
申
ス
、

い
わ
く
ら
迄
実
相
坊
・
谷
之
坊
御
送
り
申

三
日
癸
酉　

午
ノ
刻
迄
雪
、
成（
賢
瑞
）就坊
帰
寺
、
淡（
進
藤
資
長
）

州
様
明
後
五
日
御

登
山
之
由
、
昨
日
甲（
冨
田
知
郷
）

州
様
御
登
山
ニ
付
為
御
礼
、
惣
代
ニ
松
本
坊

出
京

四
日
甲
戌　

晴
天
、
明
日　

進
藤
淡（
資
長
）路守
様
御
登
山
ニ
付
、
谷
や

安
左
衛
門
幷
源
之
丞
・
伝
左
衛
門
・
市
助
来
ル

五
日
乙
亥　

晴
天
、
進
藤
淡
路
守
様
御
登
山
、
食
堂
ニ
而
御
馳
走

申
上
ル
、
観
音
へ
御
初
尾
金
弐
百
疋
、
坊
中
へ
百
疋
ツ
ヽ
御
持
参
、

木
下
清（
信
真
）兵衛
殿
ニ
も
御
登
山
、
岡
村
道（
玄
澄
）仙も
御
供
、
有
馬
奥
坊
半

六
も
御
供
ニ
而
来
ル

六
日
丙
子　

晴
天
、
昨
日
御
登
山
御
礼
ニ
惣
代
谷
之
坊
出
京

七
日
丁
丑　

晴
天
、
蔵
付
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
庄
や
・
年
寄
・
百
性（
姓
）共
ニ
人

数
合
本
百
性
之
分
廿
人
□
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
庄
や
・
年
寄
・
百
性
共
ニ
人

数
合
本
百
性
之
分
三
拾
四
人
、
右
之
通
今
日
来
ル
、
献
立
別
紙
ニ

有
、
酒
ハ
出
シ
不
申
候

八
日
戊
寅　

晴
天
、
谷
之
坊
帰
寺

九
日
己
卯　

晴
天
、
江
戸
衆
御
見
立
之
た
め
、
実
相
坊
出
京

十
日
庚
辰　

晴
天
、
晴
（
進
藤
資
長
母
）

雲
院
様
、
今
日
ナ（

梨

木

）

シ
ノ
キ
町
ゟ
柳
塲（
馬
場
）々屋

敷
へ
御
引
越

十
一
日
辛
巳　

晴
天
、
冨
田
甲（
知
郷
）斐守
様
・
進
藤
淡（
資
長
）路守
様
・
晴
雲

院
様
へ
両
山
ゟ
御
暇
乞
ニ
淡
路
守
様
服
部
た
は
こ
拾
斤
入
箱
壱
ツ
、

両
山
ゟ
甲
斐
守
様
へ
同
断
、
晴
（
進
藤
資
長
母
）

雲
院
様
へ
昆
布
百
本
入
箱
弐
ツ
・

求
肥
三
斤
入
・
山
輪
同
箱
弐
ツ
両
山
ゟ
御
暇
乞
ニ
進
上
ス

十
二
日
壬
午　

晴
天

十
三
日
癸
未　

晴
天
、
求
肥
五
斤
入
・
山
輪
同
箱
壱
ツ
ツ
ヽ
、
是

ハ
御
筆
拝
領
之
御
礼
ニ
淡
路
守
様
斗
へ
両
山
ゟ
進
上
ス

十
四
日
甲
申　

晴
天
、
江
戸
衆
今
日
御
発
足
、
晴
（
進
藤
資
長
母
）

雲
院
様
も
御
同

道
也
、
御
見
立
申
、
成
・
実
共
ニ
柳
塲
々
屋
敷
ニ
一
宿
ス

十
五
日
乙
酉　

晴
天
、
青（
英
宮
）

門
主
御
悔
ニ
成（
賢
瑞
）就

・
実
相
・
民
（
岡
村
道
仙
息
）

部
卿

参
上
ス
、
饅
頭
之
折
献
上
ス
、
河（
隆
永
）村ニ
泊
ル

十
六
日
丙
戌　

晴
天
、
成
・
実
今
日
帰
寺
ス
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十
七
日
丁
亥　

晴
天
、
谷
之
坊
帰
寺

十
八
日
戊
子　

晴
天
、
伝
左
衛
門
来
ル
、
去
年
・
当
年
下
免
書
付

持
参
候
様
ニ
と
先
日
庄
や（
屋
）共

へ
申
付
候
処
、
百
性（
姓
）共

書
付
指
出
シ

候
儀
迷
惑
ガ
リ
候
由
物
語
ス

十
九
日
己
丑　

晴
天
、
大
蔵
寺
市（
仁
部
）郎

右
衛
門
ゟ
人
来
ル
、
吉
丸

熱（
羹
カ
）物持

参
、
そ
は
こ
到
来
ス
、
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
利
兵
衛
来
ル

廿
日
庚
寅　

晴
天
、
市
郎
右
衛
門
登
山

廿
一
日
辛
卯　

晴
天
、
江
戸
へ
之
献
上
之
漬
松
茸
、
其
外

因（
本
庄
宗
資
）

州
様
・
安（
本
庄
資
俊
）

藝
守
様
・
淡（
進
藤
資
長
）

路
守
様
へ
御
歳
暮
ニ
漬
松
茸
・
御
状
共

ニ
今
日
京
御
屋
敷
迄
指
上
ル
、
惣
代
仙
翁
坊
持
参

廿
二
日
壬
辰　

晴
天
、
彦
五
郎
・
彦
兵
衛
登
山
ス

廿
三
日
癸
巳
、
晴
天

廿
四
日
甲
午　

晴
天
、
大
師
講
谷
之
坊
会
所
、
三
問
一
答
唄
教
花

和
讃
ニ
而
法
事
終
ル
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
伝
左
衛
門
来
ル
、
去
ル
廿
一
日
、

岡
村
助
之
進
・
ま
衛
・
伝
左
衛
門
幷
さ
や
、
其
外
利
左
衛
門
・
年

寄
共
迄
召
帖
ニ
而
瀧
川
丹（
具
章
）

後
守
様
へ
頭
方
上
ル
由
、
利
左
衛
門
不

参
候
由
御
し
か
り
、
重
而
乗
物
か
戸
板
ニ
而
成
共
参
候
様
ニ
と
被

仰
付
候
由
、
其
節
兎
角
帳
面
持
参
候
様
ニ
と
被
仰
候
由
、
其
上
ニ

而
帳
面
引
合
押
シ
可
申
と
御
意
被
成
候
由

廿
五
日
乙
未　

晴
天
、
下
久
世
村
太
兵
衛
・
利
兵
衛
口
上
、
斗
升

ニ
被
仰
付
候
ハ
ヽ
カ（
欠
）ン

米
御
免
、
か
ん
米
御
入
被
成
候
ハ
ヽ
斗
升

御
免
可
被
下
候
、
小
百
性
申
上
候
ハ
、
斗
升
ニ
而
ハ
壱
石
之
内
ニ

而
弐
升
六
七
合
違
候
由
迷
惑
仕
候
由
、
御
訴
訟
申
上
く
れ
候
へ
と

願
申
候
由
申
来
ル
、
西
土
川
七
郎
兵
衛
登
山
、
清
左
衛
門
銀
納
持

参
、
請
取

廿
六
日
丙
申　

晴
天
、
八
右
衛
門
銀
納
ニ
登
山

廿
七
日
丁
酉　

雪

廿
八
日
戊
戌　

時
々
雪
、
三（
徳
川
綱
吉
母
桂
昌
院
）

之
御
丸
様
ゟ
拝
領
之
輪
嶋
素
麺
四
日
（
マ
マ
）、

忍
冬
酒
壱
樽
・
五
郎
丸
八
講
八
疋
、
内
壱
疋
ハ
民
（
岡
村
道
仙
息
）

部
卿
へ
、
残
ハ

皆
々
七
坊
へ
拝
領
ス
、
法
泉
寺
来
ル

廿
九
日
己
亥　

辰
ノ
刻
迄
雪
、
大（
安
岡
寺
）

日
院
越
山

晦
日
庚
子　

晴
天
、
市（
仁
部
）郎右
衛
門
登
山
、
宗
貞
方
へ
書
帖
遣
ス

十
二
月
朔
日
辛
丑　

晴
天
、
谷
之
坊
出
京

二
日
壬
寅　

晴
天
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
・
下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
江
下
札
相
渡
ス
、
別
ニ

留
也

三
日
癸
卯　

晴
天
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四
日
甲
辰　

晴
天
、
民
（
岡
村
道
仙
息
）

部
卿
・
吉
丸
同
道
、
外
（
乙
訓
郡
）

畑
村
へ
往
ク

五
日
乙
巳　

雨
天
、
成（
賢
瑞
）就坊

・
放（
忍
忠
）光坊

・
実
相
坊
、
外
畑
左（
佐
）右

衛

門
頼
母
子
ニ
参
入
ス
、
泊
ル

六
日
丙
午　

晴
天
、
成
・
実
・
放
、
玄
勝（
松
）寺

ニ
泊
ル
、
人
形
廻
シ

見
物
ス

七
日
丁
未　

晴
天
、
外
畑
ゟ
今
日
皆
々
帰
寺
ス
、
蓮（
マ
マ
）蓮院　
　

智

冥
院
宮
様
御
忌
中
相
済
候
と
て
、
坊
官
衆
中
ゟ
書
状
来
ル

八
日
戊
申　

晴
天
、
金
蔵
寺
ゟ
人
来
ル

九
日
己
酉　

晴
天
、
覚　

小
湊
誕
生
寺
派
深（
妙
永
山
本
立
寺
カ
）

川
妙
栄
寺
日
泰
、
四

拾
弐
歳
、
日
蓮
宗
、
一、年
比
四
十
よ
り
少
内
ニ
相
見
へ
申
候
、
一、

セ
イ
中
く
ら
い
、
一、か
ほ
四
角
長
ク
、
少
や（

槍

　

頤

）

り
を
と
が
い
、
一、目

中
よ
り
ほ
そ
く
二
皮
目
、
一、か
ほ
い
ろ
青
白
く
、
一、髪
黒
く
、
一、

ひ
げ
少
々
あ
り
、
一、惣
躰
中
よ
り
少
ふ（

太

り

肉

）

と
り
し
ゝ
、
右
御
僉
議
之

事
有
之
候
而
牢
ニ
入
置
候
処
、
当
九
月
六
日
火
事
之
節
、
本
所
廻

向
院
へ
可
罷
越
旨
申
渡
候
ヘ
ハ
、
何
方
へ
参
候
哉
行
衛
不
相
知
候

間
、
う
た
か
ハ
し
き
も
の
於
有
之
者
留
置
、
早
速
奉
行
所
へ
可
訴

出
事
、
右
之
通
御
書
付
従　

江
戸
到
来
候
間
、
其
趣
を
存
知
、
あ

や
し
き
も
の
有
之
ハ
早
速
可
訴
出
候
、
若
か
く
し
置
、
後
日
に
あ

ら
ハ
る
ゝ
に
お
ゐ
て
ハ
可
為
曲
事
者
也
、
寅
十
二
月
日
、
右
之
通

御
触
候
様
ニ
被
仰
付
候
、
寺
社
中
幷
門
前
・
境
内
御
吟
味
被
成
、

あ
や
し
き
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
早
速
御
断
り
可
被
仰
上
候
、
以
上
、

元
禄
十
一
年
寅
十
二
月
七
日　
　

松（
雑
色
）村与

左
衛
門
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
者
光
明
寺
ゟ
来
ル

木
下
清（
信
真
）兵衛
殿
ゟ
飛
札
到
来
ス
、
当
月
十
三
日
栄（
本
庄
宗
正
室
、道
芳
母
）

光
院
様
五
十
年

忌
ニ
相
当
り
候
ニ
付
、　

本（
本
庄
宗
資
）

因
幡
守
様
ゟ
為
廻
向
料
金
子
弐
両
被

為
下
候
、
江
戸
ゟ
申
来
ル
趣
、
圓
月
坊
三
代
先
之
光
瑞
御
念
比
ニ

御
座
候
、
唯
今
之
衆
中
ハ
無
御
存
知
方
も
可
有
候
へ
共
、
光
瑞
心

ニ
成
替
り
心
実
ニ
御
廻
向
頼
入
と
之
御
帖
、
木（
木
下
信
真
）

清
兵
衛
殿
迄
御
念

比
ニ
申
来
ル
由
、
依
之
十
一
日
ゟ
二
夜
三
日
之
法
事
相
務
ル
筈
也

十
日
庚
戌　

晴
天
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
利
左
衛
門
来
ル
、
免
コ（
小
以
）イ幷
小
物
成

山
免
コ
イ
モ
仕
ル

十
一
日
辛
亥　

晴
天
、
栄
光
院
様
法
事
、
今
日
初
夜
ゟ
始
ル
、
快

忠
百
ケ
日
斎
有
り

十
二
日
壬
子　

晴
天
、
酉
ノ
刻
ゟ
雪
、
道
心
者
布
子
、
今
日
来
リ

渡
ス

十
三
日
癸
丑　

雪
、
栄
（
本
庄
道
芳
母
）

光
院
様
御
当
日
御
法
事
、
御
斎
有
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十
四
日
甲
寅　

晴
天
、
因（
本
庄
宗
資
）

幡
守
様
へ
御
帖
、
今
日
木
下
清（
信
真
）兵衛

殿

迄
放（
忍
忠
）光

坊
持
参
、
御
買
付
米
勘
定
、
清
兵
衛
殿
江
今
日
仕
、
惣
代

放
光
坊
持
参
也

十
五
日
乙
卯　

酉
ノ
刻
ゟ
雨
天
、
放
光
坊
□
帰
寺
、
河
村
八
兵
衛

方
へ
絹
代
六
拾
弐
匁
、
放
光
坊
へ
云
伝
遣
ス
、
六
三
郎
方
へ
鳥
目

弐
百
文
か
へ
し
申
ス

十
六
日
丙
辰　

雪
、
江
戸
へ
歳
暮
御
札
・
巻
数
幷
年
頭
御
札
・
巻

数
等
、
谷
之
坊
・
圓
月
坊
寄
合
、
今
日
ゟ
相
認
ル

十
七
日
丁
巳　

晴
天

十
八
日
戊
午　

雪
、
上
里
村
永
荒
幷
免
之
訴
訟
度
々
仕
候
ニ
付
、

今
日
永
荒
之
分
、
古
検
・
新
検
共
赦
免
仕
ル
、
則
庄
や
彦
兵
衛
来

り
申
渡
ス

十
九
日
己
未　

晴
天

廿
日
庚
申　

晴
天
、
覚
圓
坊
来
ル
趣
、
内
蔵
介
今
度
得
度
ニ
付
、

妙
法
院
御（
尭
延
法
親
王
）

門
跡
様
御
剃
髪
戴
頭
之
由
、
来
ル
廿
四
日
得
度
之
由
承

候廿
一
日
辛
酉　

晴
天
、
如
例
年
歳
暮
之
御
札
・
巻
数
、
京
都
御
屋

敷
献
上
ス
、
其
外
因（
本
庄
宗
資
）

幡
守
様
・
安（
本
庄
資
俊
）

藝
守
様
・
淡（
進
藤
資
長
）

路
守
様
へ
御
札

指
上
ル
、
幷
木
下
清（
信
真
）兵

衛
殿
・
河
村
一（
隆
永
）右

衛
門
殿
へ
札
進
上
ス
、

其
外
牛
房
進
上
ス

廿
二
日
壬
戌　

晴
天
、
大
風

廿
三
日
癸
亥　

晴
天

廿
四
日
甲
子　

晴
天

廿
五
日
乙
丑　

晴
天

廿
六
日
丙
寅　

晴
天
、
彦
兵
衛
来
ル

廿
七
日
丁
卯　

晴
天
、
京
拂
共
ニ
庄
兵
衛
遣

廿
八
日
戊
辰　

晴
天
、
覚　

奉
公
人
之
年
季
従
前
々
拾
年
を
限
候

処
、
向
後
者
年
季
之
限
無
之
、
譜
代
に
召
仕
候
共
相
対
次
第
た
る

へ
く
候
由
、
従
江
戸
申
来
候
間
、
此
旨
洛
中
洛
外
可
令
触
知
者
也
、

寅
ノ
十
二
月
日

右
之
通
被
仰
出
候
、
門
前
・
境
内
江
も
御
触
之
趣
可
仰
渡
候
、

以
上
、
元
禄
拾
一
年
寅
十
二
月
廿
六
日 

松（
雑
色
）村
与
左
衛
門
印
、
当

名
如
例
、

下（
山
城
国
乙
訓
郡
）

久
世
村
ヨ
リ
皆
済
ニ
庄
屋
太
兵
衛
・
同
利
兵
衛
・
年
寄
久
右
衛

門
・
百
姓
九
郎
兵
衛
来
ル
、
勘
定
目
録
持
参
ス
、
此
方
ゟ
皆
済
帖

相
渡
ス
、
夕
食
為
給
、
其
上
酒
抔
為
給
帰
ス
、
食
堂
へ
牛
房
壱
把
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持
参
ス

廿
九
日
己
巳　

晴
天
、
彦
兵
衛
・
伝
左
衛
門
来
ル
、
上（
葛
野
郡
）

里
村
今
日

迄
免
割
不
仕
候
由
、
年
貢
米
都
合
六
拾
石
余
之
内
弐
拾
三
石
余
、

今
日
迄
不
納
候
ニ
付
、
未
ノ
刻
ゟ
山
本
五
左
衛
門
上
里
村
へ
遣
ス
、

供
伝
三
郎

晦
日
庚
午　

晴
天
、
山
本
五
左
衛
門
、
子
ノ
刻
帰
ル
、
段
々
不
届

千
万
之
由
、
昨
今
ニ
六
石
七
斗
余
代
立
ル
、
残
拾
六
石
余
也
、
如

例
申
ノ
刻
堂
社
不
残
入
堂
、
本
堂
・
開
山
堂
惣
出
仕
、
如
例
年
勤

行
有
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